
 
 
 
 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町 

合 併 協 議 会 

 

第１３回 住民・福祉・教育小委員会 

 

 

 

 

 

 

日時 ： 平成１５年３月１１日(火) 

   午前９時３０分～ 

場所 ： ふれあい工房 会議室  

 大宮町 

  



次 第 
 

１．開会 
 
 
 
２．議題 
  
（１）協議第１号  １９－２０ 学校教育の取扱い（その７）  
 
（２）協議第２号  １９－１１ 国民健康保険の取扱い 
 

 （３）協議第 3 号  ２１－１６ 戸籍、住民登録事務の取扱い（その２）  
  
 （４）協議第４号  １９－１５ 保健衛生の取扱い（その３） 
 
 （５）協議第５号  １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い（その８） 
 
 
 
 （４）次回の議題について 
   ・協定項目の協議について 
 
 
（５）次回の会議開催について 

  ・第１４回 住民・福祉・教育小委員会  
  日時 平成１５年４月１０日(木) 午前 ９時３０分～ 

   場所 弥栄町役場 会議室 
    
 
 
３．その他 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ２ 就学奨励補助 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 就学奨励補助  

区分 要保護・準要保護 

対象 小学校、中学校 

内容 学用品費、通学用

品費、新入学学用

品費、柔道着、修

学旅行、学校給食

費、校外活動、医

療費 

備考 学用品。通学用品

費、新入学学用品、

校外活動費、学校

給食費について、

要保護には支給し

ない 

 

 

 

 

区分 特殊教育奨励費 

対象 小学校、中学校 

内容 学校給食費・修学

旅行・学用品購入

費・新入学児童、

生徒学用品費・通

学用品購入費 

補助額：就学援助

費の２分の１ 

備考 特殊学級に入って

いる生徒・児童  

 

区分 要保護・準要保護

対象 小学校、中学校 

内容 修学旅行（要保護

者：保護者負担の

全額、準要保護

者：保護者負担の

８０％）・医療費

（保護者負担の全

額）・健康センター

掛け金、学用品（定

額）・校外活動（交

通費等保護者負担

額・給食費補助（保

護者負担の80％）

備考  

 

 

 

区分 特殊教育奨励費 

対象 小学校、中学校 

内容 修学旅行、医療費、

学用品、校外活動、

給食費補助 

備考   

 

区分 要保護・準要保護

対象 小学校、中学校 

内容 修学旅行（要保護

者：保護者負担の

全額、準要保護

者：保護者負担の

８０％）・医療費

（保護者負担の全

額）・健康センター

掛け金、学用品（定

額）・校外活動（交

通費等保護者負担

額）・給食費補助

（保護者負担の全

額） 

備考  

 

 

区分 特殊教育援助 

対象 小学校、中学校 

内容 修学旅行：保護者

負担の 50％、学用

品：定額の半額、

校外活動：交通費

等保護者負担額、

給食費補助：保護

者負担の半額 

備考 要保護・準要保護

を除く  

 

区分 要保護・準要保護

対象 小学校、中学校 

内容 学用品費、通学用

品費、新入学学用

品費、柔道着、修

学旅行、学校給食

費、校外活動、医

療費 

備考 学用品。通学用品

費、新入学学用品、

校外活動費、学校

給食費について、

要保護には支給し

ない 

 

 

 

 

区分 特殊教育奨励費 

対象 小学校、中学校 

内容 学校給食費、修学旅

行費、学用品費、校

外活動費、医療費、

（就学援助費の１

／２） 

備考   

 

区分 要保護・準要保護

対象 小学校、中学校 

内容 学用品費、通学用

品費、新入学学用

品費、柔道着、修

学旅行、学校給食

費、校外活動、医

療費 

備考 学用品。通学用品

費、新入学学用品、

校外活動費、学校

給食費について、

要保護には支給し

ない 

 

 

 

 

区分 特殊教育奨励費 

対象 小学校、中学校 

内容 新入学児童生徒学

用品費は準要と同

額 

修学旅行、学用品

費、医療費、給食費

は保護者負担の1/2

備考 特殊学級に入って

いる児童、生徒  

 

区分 要保護・準要保護 

対象 小学校、中学校 

内容 修学旅行：保護者

負担の額、医療

費：保護者負担の

額、健康センター

掛け金、学用品：

定額、校外活動費、

給食費 

備考 準要保護者：修学

旅行保護者負担金

の 80％、給食費保

護者負担金の70％ 

 

 

 

 

 

区分 特殊教育奨励費 

対象 小学校、中学校 

内容 修学旅行、医療費、

学用品、校外活動、

給食費補助 

備考   

根拠条例・要綱・規則等   就学困難な幼児、児童及び生徒の

援助に関する規則 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ２ 就学奨励補助 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

一元化に調整の上、新市に継承する。 

 ６町とも実施している補助制度については、内容と補助率を統一して新市に継承する。その他の補助については内

容を精査の上、一元化をはかり新市に継承する。 

 

 

 

１ 就学奨励補助 

  各町さまざまな就学奨励補助が行われている。 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ２ 就学奨励補助 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 就学奨励補助  

区分 ヘルメット購入補

助 

対象 中学校 

内容 購入費の３/４補

助 

備考 新入生全員に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 健康センター掛け

金補助 

対象 幼稚園、小学校、

中学校 

内容 掛け金875円全額、

要準については健

康センターの指定

額全額 

備考 保護者が支払うの

ではなく教育委員

会が全額支払って

いる  

 

区分 ヘルメット購入補

助 

対象 小学校、中学校 

内容 小学校：新入学児

童 購入費の３/4

補助 

中学校：自転車通

学許可地区新入学

生徒購入費の３/

４補助 

備考  

 

 

 

 

 

区分 健康センター掛け

金補助 

対象 小学校、中学校 

内容 掛け金 875 円のう

ち455円補助 

備考   

 

区分 ヘルメット購入補

助 

対象 小学校、中学校 

内容 自転車通学許可地

区児童生徒、購入

費全額補助 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 健康センター掛け

金補助 

対象 小学校、中学校 

内容 掛け金 875 円のう

ち455円 

備考  

 

区分 健康センター掛け

金補助 

対象 幼稚園 

内容 掛け金 295 円のう

ち165円 

備考   

 

区分 ヘルメット購入補

助 

対象 小学校、中学校 

内容 小学校：対象地区４

年生児童 

中学校：対象地区１

年生生徒 

備考 定額補助 

（1/2相当額） 

 

 

 

 

 

 

 

区分 健康センター掛け

金補助 

対象 小学校、中学校 

内容 要準は掛け金 875

円全額、その他は

515円補助 

備考 本人負担は360円 

 

区分 ヘルメット購入補

助 

対象 中学校 

内容 自転車通学許可地

区新入学生徒、購

入費の３/４補助 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 健康センター掛け

金補助 

対象 小学校、中学校 

内容 要準は掛け金 875

円全額、その他は

485円補助 

備考   

 

区分 ヘルメット購入補

助 

対象 中学校 

内容 自転車通学許可地

区 

購入費の１/２補助 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 健康センター掛け

金補助 

対象 小学校、中学校 

内容 掛け金 875 円のう

ち455円補助 

備考   

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ２ 就学奨励補助 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ２ 就学奨励補助 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 就学奨励補助  

区分 遠距離通学費補助 

対象 中学校 

内容 峰山中学校に通う

生徒のなかで普段

は自転車通学をし

ているが、冬季雪

が降ったときだけ

路線バスを利用す

る生徒がいる。そ

の生徒に対し回数

券を配布 

備考 バス通学者への回

数券補助（二箇）  

 

区分 遠距離通学補助 

対象 小学校 

内容 遠距離より通学す

る児童に路線バス

の定期代相当額を

補助 

備考 大宮第３小学校

区、三重地区の児

童は、登校時は丹

海バスを利用。下

校時は徒歩。（通

年） 

 

区分 遠距離通学補助 

対象 中学校 

内容 五十河地区生徒に

年間 5,000 円と冬

季間のバス定期代

を補助 

備考 五十河地区生徒

は、11月から3月

上旬まで登校は丹

海バスで、下校時

は町のマイクロバ

スで送る。  

  

区分 遠距離通学費補助

対象 小学校 

内容 袖志・上山  

 １９，５００円

此代 

 ２１，０００円

備考 定期代の１/２ 

 

区分 遠距離通学費補助

対象 中学校 

内容 此代・乗原・鞍内

 １１，０００円

備考 6ｋｍ以上自転車

通学  

  

区分 遠距離通学補助 

対象 小学校 

内容 通学距離片道4Ｋｍ

以上、定額補助。た

だし、尉ケ畑、二俣,

奥山はバス代の全

額補助 

備考  

 

区分 遠距離通学補助 

対象 中学校 

内容 通学距離片道６Ｋ

ｍ以上、定額補助。

ただし、尉ケ畑、二

俣,奥山はバス代の

全額補助 

備考   

根拠条例・要綱・規則等  大宮町児童・生徒の遠距離通学補

助金支給要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ２ 就学奨励補助 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ２ 就学奨励補助 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 就学奨励補助  

区分 社会科副読本補助 

対象 小学校３,４年生 

内容 学校保管 

備考  

 

区分 道徳副読本 

対象 小学校、中学校 

内容 購入費の１/２補

助 

備考   

 

区分 社会科副読本補助

対象 小学校 

内容 ３,４年生に支給 

備考 全額補助 

 

区分 道徳副読本 

対象 小学校、中学校 

内容 全額補助 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 社会科副読本補助

対象 小学校 

内容 3年生に支給 

備考 全額補助 

 

区分 道徳副読本 

対象 小学校、中学校 

内容 購入費の１/２補

助 

備考 上限 250円 

 

 

区分 特殊学校就学援助

対象 小学校、中学校、

高等部 

内容 養護学校等就学援

助 

備考 １ヶ月 2,500円  

 

区分 社会科副読本補助

対象 小学校３,４年生 

内容 学校保管 

備考  

 

区分 道徳副読本補助 

対象 小学校、中学校 

内容 １／２補助

備考  

 

 

  

区分 心身障害児学級通

級補助 

対象 小学校 

内容 往復バス代 

備考  

 

区分 社会科副読本補助

対象 小学校３,４年生 

内容 学校保管 

備考  

 

区分 道徳副読本補助 

対象 小学校、中学校 

内容 １／２補助

備考  

 

 

 

区分 心身障害児学級通

級補助 

対象 小学校、中学校、

高等部 

内容 障害児学級 1 人

3,500 円 言葉の

教室1人2,500円

与謝の海養護学校

1人10,000円 

備考   

 

区分 社会科副読本補助 

対象 小学校３,４年生 

内容 学校保管 

備考  

 

区分 道徳副読本補助 

対象 小学校、中学校 

内容 １／２補助 

備考  

 

 

 

区分 心身障害児学級通

級補助 

対象 小学校 

内容 他の学校より、こと

ばの教室設置校に

通級する児童への

交通費補助 

備考 ４０円/Ｋｍ  

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ２ 就学奨励補助 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ２ 就学奨励補助 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 就学奨励補助     

区分 高校通学補助 

対象 高校生 

内容 ［過疎地域等に居

住する公立高等学

校生徒通学費補助

金交付要綱］（京都

府教育委員会）及

び［過疎地域等に

居住する私立高等

学校生徒通学費補

助金交付要綱］（京

都府）により算定

した補助対象経費

の合計額に２分の

１を乗じて得た

額。ただし１，０

００円未満の端数

は支給しない。 

備考 片道１５キロ以上

 

区分 高校生就学支援補

助 

対象 高校生 

内容 父兄が丹後町内に

住所を有し、かつ、

生徒の属する世帯

に所得税が課せら

れていないものに

ついて補助金を交

付する。 

備考 生徒１人当たり 

15,000円 

 

区分 入学補助 

対象 小学校 

内容 1人 2,000円 

備考  

 

区分 柔道着購入補助 

対象 中学校 

内容 1人 2,000円 

備考  

 

区分 歯磨き奨励補助 

対象 小学校 

内容 1人 179円 

備考   

 

区分 寄宿舎居住費補助 

対象 中学校 

内容 高龍中学校（へき地

児童生徒援助費国

庫補助金による） 

備考   

根拠条例・要綱・規則等    丹後町高等学校生徒通学費補助

金交付要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ２ 就学奨励補助 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ４ 育英事業 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

奨学資金 

目的 

  学業成績が優秀であるが、経

済事情等により在学が困難な

ものに対して貸し付けるもの

とする。 

資格 

 ①高等学校の生徒 

 ②専修学校の生徒 

 ③高等専門学校の生徒 

 ④大学の学生 

金額等 

 ①高等学校 

月額  8,000円以内 

 ②専修学校 

月額  9,000円以内 

 ③高等専門学校 

月額 10,000円以内 

 ④大学 

月額 10,000円以内 

備考 

① 無利子 

② 据置期間 卒業(中途退学

等を含む。)後1年以内 

③ 償還方法 年 2 回の均等

償還 

    

   

 

１ 奨学資金の状況  

奨学資金 

目的 

  学校教育法第１条に定める

学校への就学を奨励するため

学校に在学するものに対し、奨

学資金を給付する。 

資格 

 ①峰山町に生計を一とする親

族を有するもの。 

 ②経済的理由により就学が困

難なもの。 

 ③他の奨学資金の給付を受け

ていないもの。 

 ④学校教育法第１条に定める

高等学校及び大学（短期大学

を含む）に就学するもの。 

金額等（給付） 

 高校生    月 5,000円  

 大学生    月 10,000円  

 

奨学資金 

目的 

教育の機会均等を図る目的

で給付を行い、修学を支援す

る。 

資格 

高校・高等専門学校・短大・

大学に修学する人で、大宮町に

住所を有し、経済的に修学が困

難な人。（修学のため一時的に

町外に居住するものを含む）

  

金額等 

 月額給付額 

高校生     4,000円 

高等専門学校（4・5 年生）

     5,000円 

大学生（短大生含む） 

        6,000円 

入学支度金   8,000円 

（入学した年度1回） 

備考 

  平成14年度当初予算１２８

万円を計上。8人の選考委員に

より選考委員会を開き決定す

る。給付は7月と10月 

 

奨学資金 

目的 

  高等学校、専修学校、各種学

校及び大学に就学する生徒で

経済的に恵まれないものに対

し、学業に要する費用の一部又

は全部の給付を行い、就学を支

援する。 

資格 

  網野町内に住所を有し（就学

のため一時的に他の市町村に

居住する場合を除く）、町内に

住所を有する連帯保証人 2 名

を有すること。ただし、利子補

給金のみの給付を受けるとき

は、この限りではない。 

金額等 

  給付金 

月額6,000 円（返済不要）、定

員30 人（高等学校、高等専門

学校等在学・進学者） 

貸与金 

月額5万円、4万円、3万円（要

返済、無利子）定員40 人（大

学、短大、専修学校等） 

進学ローン 

 北都信金と賃貸契約者に元利

償還金のうち利子を補給、定員

20人（1人100万円） 

 

奨学資金 

目的 

  学校教育法第１条に規定す

る高等学校・高等専門学校・大

学（短期大学含む）および専修

学校設置基準による専修学校

並びに各種学校規定による各

種学校に就学する学徒に対し、

その学業に要する費用の一部

の給付を行う。 

資格 

  丹後町内に住所を有するも

の、もしくは丹後町内に住所を

有するものの子弟で、次の各号

に該当するもの 

 ①学業が優れたもの ②性行

善良にて志操賢固な者 ③学

費の支出が困難であると認め

られるもの 

金額等 

 利子補給  

 ①大学（短期大学含む）：修業

年限４年以上のもの１５０万

円、３年のもの１００万円、２

年のもの８０万円 

 ②高等学校・高等専門学校・専

修学校・各種学校：修業年限５

年以上のもの１２０万円、４年

のもの１００万円、３年のもの

８０万円、２年のもの６０万

円、１年のもの４０万円  

※利子補給の借入金：借入金の取

り扱いは京都丹後農業協同組

合のみ 

 

奨学資金 

（社会福祉協議会で取扱い） 

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ 

目的 

 経済的理由により就学困難

な生徒に対し、その学業に要す

る費用の一部を援助すること

を目的とする。 

資格 

 ①弥栄町に本籍を有して在住

し、または10 年以上引き続

き在住する家庭の子弟であ

ること。 

 ②学費の支出が困難と認めら

れるもの。 

 ③高等学校（高等学校令による

高校）に在学するもの。 

 ④その他運営委員会において

適当と認めるもの。 

金額等 

  金額は月 10,000 円以内と

し、無利子とする。 

備考 

  返済方法は、貸与の終了した

日から 6 ヶ月を経過した日

の属する月の翌月から 6 年

間の月賦償還とする。但し、

本人の希望により一括又は

分割して返済することが出

来る。 

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ 

根拠条例・要綱・規則等 ・峰山町奨学資金の給付に関する

条例 

・峰山町奨学資金の給付に関する

条例施行規則 

大宮町奨学資金条例 網野町奨学資金の給付等に関す

る規則 

・丹後町奨学資金給付基金の設置

並びに管理に関する条例 

・丹後町奨学資金の給付に関する

規則 

・弥栄町奨学基金の設置、管理及

び処分に関する条例 

・弥栄町奨学資金運用規則 

・久美浜町育英資金貸付基金条例 

・久美浜町育英資金貸付基金条例

施行規則 

・久美浜町高等学校、大学奨学資

金支給規則 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ４ 育英事業 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

一元化に調整の上、新市に継承する。 

 ６町及び近隣市の制度を参考にし、基金の状況等を考慮しながら奨学資金制度を定め、新市に継承する。 

 

 

 

１ 奨学資金の状況 

  ６町とも奨学資金は制度化されている。内容は各町でばらつきがあるが、就学の奨励、支援を行うために奨学資金

の制度は必要がある。 

 

 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ４ 育英事業 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

その他育英事業 

目的  

  同和地区における子弟の高

等学校および大学の就学を促

進するため。 

資格 

  学業成績が優秀であるが、経

済事情等により就学又は在学

が困難なものに対して支給す

るものとする。 

金額等 

 ①高等学校の生徒 

   月額  4,000円 

 ②大学生私立（通信制） 

   月額  4,000円 

 ③大学生国公立（通信制以外） 

   月額  7,000円 

 ④大学生私立（通信制以外） 

   月額  13,000円  

 

 

 

 

 

１ 奨学資金の状況     

給付金 

①大学（短期大学を含む）：修

業年限４年以上のもの月8,000

円、３年のもの月6,000円、２

年のもの月5,000円 

②高等学校・高等専門学校・専修

学校・各種学校：修行年限５年

以上のもの月7,000円、4年の

もの月6,000円、3年のもの月

5,000 円、2 年のもの月 4,000

円、1年以下のもの月3,000円

 

その他育英事業 

目的 

 教育借入金利子の一部を補給

することによって負担の軽減

を図り、不況下での子育て支援

として町民の暮らしの安定を

図る。 

対象者 

 高校及び大学・専門学校等に在

籍する学生を養育し、教育借入

金に伴う利子負担を有し、世帯

の年間所得金額が４００万円

を超えない者。 

 町税の滞納があるものは対象

外 

内容 

 借入金種類 教育ローン 

 補給最高限度額 

  １学生 ２００万円 

 補給率 年２％ 

１３年度実績 

 ５件 ２０６千円 

根拠条例・要綱・規則等    ・丹後町学資金給付基金の設置並

びに管理に関する条例 

・丹後町奨学資金の給付に関する

規則 

 

・久美浜町育英資金貸付基金条例 

・久美浜町育英資金貸付基金条例

施行規則 

・久美浜町高等学校、大学奨学資

金支給規則 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ４ 育英事業 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

 

 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １２ ティームティーチング事業 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ ティームティーチ

ング事業 

 

ティームティーチング事業の実

施状況 

京都府派遣 

・峰山小に1 人（算数）、峰山中

に2人（数学、英語）ＴＴを配

置 

・吉原小（算数、理科）、新山小

（算数、理科、総合）に少人数加 

 配 

 

町配置 

・町単費 

 峰山中学校 1人配置 

 峰山小学校 1人配置 

 新山小学校 1人配置 

 

ティームティーチング事業の実

施状況 

京都府派遣 

・大宮第一小⇒算数加配等9人 

・大宮第二小⇒少人数加配等1人

・大宮中学校⇒少人数加配等6人

 

 

 

 

町配置 

・緊急雇用創出事業関係 

 大宮第一小学校  １人配置 

 大宮第二小学校  １人配置 

 

ティームティーチング事業の実

施状況 

京都府派遣 

・網野南小学校に 1 名加配を受

け、3・4・5年生の算数のＴＴ

授業に当たる。 

・網野中学校、網野北小学校、橘

小学校には少人数指導加配が

入って算数、国語、数学、理科、

英語等の教科で実施している。

 

 

ティームティーチング事業の実

施状況 

京都府派遣 

・間人小学校に１名配置：３年生

以上の算数の授業において実

施（Ｔ.Ｔ加配） 

・間人中学校に１人配置：数学・

英語の授業において実施。 

 （少人数加配） 

 

ティームティーチング事業の実

施状況 

京都府派遣 

・溝谷小学校に配置 

 算数の授業に１人 

・弥栄中学校に配置 

 数学の授業に１人 

 

 

 

町配置 

・町単費 

 吉野小学校  １人配置 

 黒部小学校  １人配置 

 鳥取小学校  １人配置 

 弥栄中学校  １人配置 

 

ティームティーチング事業の実

施状況 

京都府派遣 

・少人数加配 

 平成14年度配置 

 久美浜小学校 

 久美浜中学校 

 高龍中学校 

 

 

町配置 

・緊急雇用創出事業関係 

 高龍中学校に1人配置 

 佐濃小学校に1人配置 

 神野小学校に1人配置 

 

 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １２ ティームティーチング事業 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 新市に移行後、調整する。 

 ティームティーチング事業は新市においても実施する。ただし、内容については新市の教育委員会で調整し、適正

な配置を検討し実施する。 

 

１ ティームティーチング事業 

   ６町で実施している。 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １３ 青少年国際交流 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 青少年国際交流  

青少年国際交流の状況 

 

 実施事業無 

 

青少年国際交流の状況 

 中学生を対象に海外派遣事業

を計画しており、平成14 年度予

算で補助金として１２０万円（１

２人×１０万円）を計上してい

る。 

 今年度より予算化 

 

青少年国際交流の状況 

 

 実施事業無 

 

青少年国際交流の状況 

 

 実施事業無 

 

青少年国際交流の状況 

 

 実施事業無 

 

青少年国際交流の状況 

・平成9年度より実施 

 平成14年度 

派遣先 オーストラリア予定 

時期  7月上旬 

予算  2,849,000円 

 個人負担  50,000円 

 参加者 15名程度 

 （児童生徒12名、指導者3名） 

根拠条例・要綱・規則等      久美浜町青少年海外派遣交流事

業補助金交付要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １３ 青少年国際交流 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 新市に移行後、調整する。 

  

 

 

 

 

１ 青少年国際交流 

   １町で青少年国際交流事業による海外派遣が実施されており、１町で平成１４年度から海外派遣の実施が計画さ

れている。 

    

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １７ 指導主事の配置状況 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 指導主事の配置状

況 

 

①指導主事の配置状況 

・教育委員会事務局に２人配置 

・報酬（月額） 167,000円 

・週４日勤務 

 

 

①指導主事の配置状況 

 ・教育委員会事務局に１名配置

 ・報酬（月額）138,000円 

・週４日勤務 

 

①指導主事の配置状況 

 ・教育委員会事務局に１名配置

 ・報酬（月額）160,000円 

 ・週４日勤務 

 

指導主事の配置状況 

・教育委員会事務局に１名配置 

・報酬（月額）140,000円 

・週４日勤務 

 

 

指導主事の配置状況 

・教育委員会に１名配置 

・報酬（月額）138,000円 

・週4日勤務 

 

 

指導主事の配置状況 

・教育委員会事務局に１名配置 

・報酬（月額）160,000円  

・週4日勤務 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町指導主事の設置並びに服

務等に関する規則 

大宮町指導主事の設置に関する

規則 

網野町指導主事の設置並びに服

務等に関する規則 

丹後町指導主事の設置に関する

規則 

・弥栄町指導主事の設置に関する

規則 

 

久美浜町指導主事の設置、服務等

に関する規則 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １７ 指導主事の配置状況 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

新市に移行後、調整する。 

新市の教育委員会の職員配置により必要な人員及び配置の検討を行う。 

 

１ 指導主事の配置状況 

   峰山町２名、その他の町で１名配置されている。指導主事の配置について各町で実施しているが勤務の状態、報

酬について差がある。 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 

 



 11

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １９ ＰＴＡ協議会について 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ ＰＴＡ協議会につ

いて 

 

ＰＴＡ連絡協議会の状況 

・町ＰＴＡ連絡協議会 

 会長   １名 

 副会長  ３名 

 （うち１人は母親委員代表） 

 会員 １，１９２人 

 

 

 

・町補助金（１４年度） 

 町ＰＴＡ連絡協議会活動費 

     １１０，０００円 

 町ＰＴＡ安全会掛金 

     １０４，０００円 

 

 

 

 

ＰＴＡ協議会の状況 

・町ＰＴＡ連絡協議会 

 会長   １名 

 副会長  ２名 

会員 ９７３人で構成 

  

 

 

 

・町補助金（１４年度） 

 町ＰＴＡ連絡協議会活動費 

     ２００，０００円 

 町ＰＴＡ安全会掛金 

     １３９，０００円 

 

 

 

①ＰＴＡ協議会の状況 

・町ＰＴＡ連絡協議会 

幼稚園、小学校、中学校の各Ｐ

ＴＡ会長及び母親委員長、各校

（園）のＰＴＡ担当校（園）長

または教頭で構成。 

・役員２７人 

・ＰＴＡ会員 １，２７４人 

 

・町補助金（１４年度） 

 町ＰＴＡ連絡協議会活動費 

      ８０，０００円  

 町ＰＴＡ連絡協議会安全会費 

      ９４，９００円 

 

 

 

ＰＴＡ協議会の状況 

・町ＰＴＡ協議会 

 会長    １名 

 副会長   ３名 

会員６１８人で構成 

 

 

 

 

・町補助金（１４年度） 

 町ＰＴＡ連絡協議会活動費 

      ６０，０００円 

 町ＰＴＡ安全会掛金 

           ０円 

 

 

  

 

ＰＴＡ協議会の状況 

・町ＰＴＡ連絡協議会 

 会長     １名 

 副会長    １名 

 母親委員長  １名 

 役員    ２６名 

 会員数  ５５３名 

 

 

・町補助金（１４年度） 

 町ＰＴＡ連絡協議会活動費 

           ０円 

 町ＰＴＡ安全会掛金 

           ０円 

 

 

 

ＰＴＡ協議会の状況 

・久美浜町ＰＴＡ連絡協議会 

 昭和23年8月22日発足 

 会長   1名 

 副会長  2名 

（うち 1 名は母親委員長をか

ねる） 

 会員数  ９７１名 

     （平成14年） 

・町補助金（１４年度） 

町ＰＴＡ連絡協議会活動費 

      ３０，０００円 

 町ＰＴＡ安全会掛金 

     １１３，０００円 

 

 

  

 

根拠条例・要綱・規則等       

 
  



 11

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １９ ＰＴＡ協議会について 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 新市に移行後、調整する。 

 当面、現行のまま新市に移行するが、組織体制及び補助金について新市の教育委員会及び各協議会において検討す

る。 

 

１ ＰＴＡ協議会について 

   ６町で協議会が設置され活動されている。役員体制についてはほぼ同一である。 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 
１ 課税 

①納税義務者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②賦課期日 

③本算定日 

 

④税率（H14本算定） 

医療分 

 

 

住民基本台帳の世帯主が納税者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１日 

６月１日 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

同左 

 

 

同左 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

同左 

同左 

 

 

同左 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

同左 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

同左 

所得割 ５．０％ ５．６％ ６．０％ ４．５％ ５．1％ ４．９％ 
資産割 ３８％ ４５％ ４４％ ３６％ ３７％ ３４％ 
均等割 １６，０００円 １５，２００円 １８，０００円 １５，０００円 １７，５００円 １６，６００円 
平等割 ２０，０００円 １９，３００円 ２０，４００円 ２０，０００円 １９，５００円 ２０，０００円 
限度額 ５３０，０００円 ５３０，０００円 ５３０，０００円 ５３０，０００円 ５３０，０００円 ５３０，０００円 
応能割合 ５７．４４％ ５９．８２％ ５９．１８％ ５２．７４％ ５３．９４％ ５４．１６％ 
応益割合 ４２．５６％ ４０．１８％ ４０．８２％ ４７．２６％ ４６．０６％ ４５．８４％ 

 １人当たり税額 ５７，３２６円 ５５，９４８円 ６２，４０３円 ４４，３６４円 ５４，２３２円 ５０，４９１円 
介護分       

所得割 １．１％ １．０９％ １．１％ １．１％ ０．８５％ １．０１％ 
資産割 ５．５％ ５．４％ ５．５％ ４．０％ ７．５％ ５．４２％ 
均等割 ５，２００円 ５，２００円 ５，３００円 ６，２００円 ５，３００円 ５，３００円 
平等割 ３，３００円 ３，３００円 ３，４００円 ４，２００円 ３，５００円 ３，４００円 
限度額 ７０，０００円 ７０，０００円 ７０，０００円 ７０，０００円 ７０，０００円 ７０，０００円 
応能割合 ５７．６８％ ５８．４０％ ５６．８１％ ４９．１５％ ５４．８２％ ５５．７３％ 
応益割合 ４２．３２％ ４１．６０％ ４３．１９％ ５０．８５％ ４５．１８％ ４４．２７％ 

 １人当たり税額 １７，１０９円 １５，８３１円 １６，４９３円 １６，２８１円 １６，３０５円 １６，３２０円 
根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 

峰山町国民健康保険税条例 

大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 

丹後町国民健康保険税条例 

弥栄町税条例 

弥栄町国保税条例 

久美浜町税条例 

  



 1

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１１ 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

 

課     題 調 整 結 果  

 

（案） 

  

   

  現行のまま新市に移行する。  

 

  現行のまま新市に移行する。 

 

現行のまま新市に移行する。 

 

  税率は制度改正、保険給付の動向を見極め統一する。ただし、平成１５年度については、各町の例による。また、

医療分については激変緩和措置として、丹後町は平成１９年度の統一課税に向けて段階的に引き上げを行なう。 

また、賦課方式、課税限度額は現行のまま新市に移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

     

 

 

 

１ 課税 

 ①納税義務者  各町とも同一である。 

 

 ②賦課期日   各町とも同一である。 

 

 ③本算定日   各町とも同一である。 

 

 ④税率等    各町によって税率等が異なるため、統一する必要がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 
２ 納期 

 

 

第１期 6月20日～同月30日 

第２期 7月20日～同月31日 

第３期 8月20日～同月31日 

第４期 9月20日～同月30日 

第５期 10月20日～同月31日 

第６期 11月20日～同月30日 

第７期 12月15日～同月27日 

第８期 翌年1月20日～同月31

日 

第９期 翌年2月20日～同月末

日 

第10 期 翌年3 月20 日～同月

31日 

随時 第11期 翌年4月1日～

同月30日 

 

第１期 6月1日～同月30日 

第２期 7月1日～同月31日 

第３期 8月1日～同月31日 

第４期 9月1日～同月30日 

第５期 10月1日～同月31日 

第６期 11月1日～同月30日 

第７期 12月1日～同月25日 

第８期 翌年1月1日～同月31

日 

第９期 翌年2月1日～同月末日

第10期 翌年3月1日～同月31

日 

随時 第11期 翌年4月1日～

同月30日 

 

第１期 6月1日～同月30日 

第２期 7月1日～同月31日 

第３期 8月1日～同月31日 

第４期 9月1日～同月30日 

第５期 10月1日～同月31日 

第６期 11月1日～同月30日 

第７期 12月1日～同月27日 

第８期 翌年1月1日～同月31

日 

第９期 翌年2月1日～同月末日

第10期 翌年3月1日～同月31

日 

随時 第11期 翌年4月1日～

同月30日 

 

第１期 6月1日～同月30日 

第２期 7月1日～同月31日 

第３期 8月1日～同月31日 

第４期 9月1日～同月30日 

第５期 10月1日～同月31日 

第６期 11月1日～同月30日 

第７期 12月1日～同月25日 

第８期 翌年1月1日～同月31

日 

第９期 翌年2月1日～同月末日

第10期 翌年3月1日～同月31

日 

随時 第11期 翌年4月1日～

同月30日 

 

同左 

 

第１期 6月1日～同月30日 

第２期 7月1日～同月31日 

第３期 8月1日～同月31日 

第４期 9月1日～同月30日 

第５期 10月1日～同月31日 

第６期 11月1日～同月30日 

第７期 12月1日～同月31日 

第８期 翌年1月1日～同月31

日 

第９期 翌年2月1日～同月末日 

第10期 翌年3月1日～同月31

日 

随時 第11期 翌年4月1日～

同月30日 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税等の集合徴収に関する

条例 

大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 

丹後町国民健康保険税条例 

弥栄町税条例 

弥栄町国保税条例 

久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１１ 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

 

課     題 調 整 結 果  

 

（案） 

  

   

   網野町の例により一元化に調整のうえ新市に移行する。 

  （理由） 

    納税者の立場を考え、一時的な負担を軽減するため、毎月に分割した納税方法を採用する。また、各期 

の納期設定については、基本的に月の初めから末までとするが、第７期（１２月）は年末の関係で月末と 

せず、２７日とすることが適切と考える。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

２ 納期 

   ６町でそれぞれ納期の設定に差異がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 
３ 軽減措置 

①軽減率と判定基準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②平準化実施状況 

 

 

 

○軽減率  判定所得 

４割  330,000 円＋(245,000

円×世帯主除く被保険者数) 

６割  330,000円 

 

 

 

○判定時期 

賦課期日 

納税義務の発生した日 

○未申告定義 

国保資格者のうち、一人でも申告

があれば、軽減対象としている。 

 

 

 

未実施 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

○未申告定義 

被扶養者以外は全員申告必要 

 

 

 

 

未実施 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

○未申告定義 

18 歳以下及び被扶養者以外は申

告必要 

 

 

 

未実施 

 

 

 

○軽減率  判定所得 

２割  330,000 円＋(350,000

円×擬主を除く被保険者数)

５割  330,000 円＋(245,000

円×世帯主除く被保険者数)

７割  330,000円 

 

同左 

 

 

○未申告定義 

年少者(18 歳以下)以外は申告必

要 

 

 

 

平成12年度より実施 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

○未申告定義 

年少者(18 歳以下)以外は申告必

要 

 

 

 

平成14年度より実施 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

○未申告定義 

被扶養者以外は全員申告必要 

（公年のみの世帯は最低世帯主） 

 

 

 

平成12年度より実施 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 

峰山町国民健康保険税条例 

大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 

丹後町国民健康保険税条例 

弥栄町税条例 

弥栄町国保税条例 

久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１１ 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

 

課     題 調 整 結 果  

 

（案） 

  

   

   

  合併後は新市として平準化を実施し、７割軽減、５割軽減、２割軽減を適用する。また、判定時期は現行のまま

新市に移行する。 

 

  合併後は新市として平準化を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

３ 軽減措置 

 ①軽減率と判定基準 

    平準化の実施状況により軽減率が異なっている。 

 

 ②平準化実施状況 

    実施、未実施ともに３町ずつだが、統一をする必要がある。 

  

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 
４ 減免措置 

①条例及び規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

②減免状況（申請、

減免件数） 

 

 

 

 

 

 ③審査会の有無 

 

 

(1)当該年において、貧困により

生活が著しく困難となった者 

(2)災害等により資産の喪失が甚

大で、生活の困窮している者 

(3)その他特別の事情がある者 

 

 

 

 

減免状況（件数） 

 H12 H13 

申請 7 5 

減免 5 4 

 

 

 

無 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

減免状況（件数） 

 Ｈ12 Ｈ13

申請 10 6 

減免 2 4 

 

 

 

有 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

減免状況（件数） 

 

 

 

無 

 H12 H13

申請 25 12 

減免 25 12 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

減免状況（件数） 

 H12 H13

申請 2 1 

減免 2 1 

 

 

 

有 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

減免状況（件数） 

 H12 H13

申請 6 6 

減免 5 3 

 

 

 

有 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

減免状況（件数） 

 H12 H13 

申請 24 16 

減免 16 9 

 

 

 

無 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 

峰山町国民健康保険税条例 

大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 

丹後町国民健康保険税条例 

弥栄町税条例 

弥栄町国保税条例 

久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１１ 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

 

課     題 調 整 結 果  

 

（案） 

  

   

   

  現行基準を新市の条例に規定する。 

 

 

  なし 

 

 

審査会を設置し減免申請の審査を行なう。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

４ 減免措置 

 ①条例及び規定 

   各町とも同一の基準である。 

 

 ②減免状況（申請、減免件数）  

   なし 

 

 ③審査会の有無 

   有、無それぞれ３町ずつである。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

               現                   況        平成１３年度決算 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

参考資料 

 

概要 

①加入状況 

 

加入世帯数 

（13年度末）  

被保険者数 

 （13年度末） 

 被保険者数 

 （年間平均） 

②財政状況 

 

歳入総額 

 

歳出総額 

 

収支差引 

 

繰入金 

 

法定外一般会計

繰入金 

 

③財政調整基金の

状況 

  

基金保有額 

  

 

 

 

 

 

 

 

２，７９９世帯 

 

      ５，９９４人 

 

５，９５６人 

 

 

 

１，１７６，２１６，５９２円 

 

 １，０４４，８９４，３４７円 

 

   １３１，３２２，２４５円 

 

    ４９，４７９，８２０円 

 

             ０円 

 

 

 

 

 

   ２９７，０００，０００円 

 

         

 

 

 

 

 

 

２,０９５世帯 

 

４，７５１人 

 

４，７６５人 

 

 

 

  １,０３０,６６７,５０２円

 

   ８９２,６１６,０６１円

   １３８,０５１,４４１円

    ４９,９６１,２７８円

             ０円

 

 

 

  

 

   １８１，７８３，１６７円

 

        

 

 

 

 

 

 

３，４５８世帯 

 

     ８，３９８人 

 

   ８，４４４人 

 

 

 

 １，５６１，５１８，１４０円

    

１，５０９，３３３，２２５円

      

５２，１８４，９１５円

      

６７，５９１，４７５円

 

０円

 

      

 

 

 

   １６０，８６４，５７２円

 

        

 

 

 

 

 

 

１，５９４世帯 

 

 ３，５２５人 

 

３，５５１人 

 

 

 

７０７，９２０，８０９円

 

   ６４９，６００，１１１円

 

    ５８，３２０，６９８円

 

 ８５，４１２，１２１円

（うち、基金繰入50,000千円）

             ０円

 

 

 

 

 

２３４，４１０，９５２円

 

 

 

 

 

 

 

 

１，１８５世帯 

 

     ２，５９７人 

 

  ２，５９４人 

 

 

 

   ５８７，０１１，５４４円

 

   ５１２，１０４，０７７円

 

    ７４，９０７，４６７円

 

    ２９，１４２，３８０円

 

０円

 

 

 

 

 

    ５１，２３１，９７９円

 

          

 

 

 

 

 

 

２，３９１世帯 

 

５，６９１人 

 

５，７１２人 

 

 

 

 １，１４８，７３１，３５１円 

 

   ９４４，８０６，５６１円 

 

   ２０３，９２４，７９０円 

 

    ６１，６２２，９５０円 

 

０円 

 

 

 

 

 

   ３１８，６０８，８１９円 

 

           

 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１１ 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

 

課     題 調 整 結 果  

 

（案） 

  

  なし  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

参考資料 

 

概要          平成１３年度決算の状況             

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

               現                   況       平成１３年度決算 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

５ 保険給付 

(単位：円) 

 ①出産育児一時金 

単価 

 

 ②葬祭費単価 

 

参考資料 

①療養給付費 

   一般分 

 退職分 

  計 

②療養費 

一般分 

 退職分 

  計 

③高額療養費 

一般分 

 退職分 

  計 

④移送費 

一般分 

 退職分 

  計 

⑤入院時食事療養 

 費 （差額支給） 

一般分 

 退職分 

  計 

⑥精神結核医療付 

加金 

 

  ⑦出産育児一時金 

 

  ⑧葬祭費 

 

 

 

 

３００，０００ 

 

３０，０００ 

 

 

 

４３９，４６７，１５３ 

   １５０，７５１，５４４ 

   ５９０，２１８，６９７ 

 

     ２，８４８，０３８ 

     １，３８７，９５５ 

     ４，２３５，９９３ 

 

    ６３，４０４，５６２ 

     ６，７５７，０８１ 

    ７０，１６１，６４３ 

 

        ６１，２５０ 

         ０ 

      ６１，２５０ 

 

 

４０，９８０ 

         ０ 

４０，９８０ 

 

      ３４９，２４２ 

 

７，８００，０００ 

 

３，３００，０００ 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

４０８,１４３,７８６

８０,０８２,２２６

４８８,２２６,０１２

１,６３７,１５０

８４３,１５７

２,４８０,３０７

６１,７１２,２６５

４,２１０,１３９

６５,９２２,４０４

０

０

０

０

０

０

３１５,１３１

８，１００，０００

２，５５０，０００

 

 

 

 

同左 

 

         １０，０００

 

 

 

６４９，０４０，９２９

    １５５，１１９，５３７

    ８０４，１６０，４６６

 

       ３，６４７，２８９

          ５０８，７８２

       ４，１５６，０７１

 

      ９８，１６１，３７９

       ７，１７３，８１８

     １０５，３３５，１９７

     

             ９８，１８０

              ０

             ９８，１８０

 

 

            １３８，０６０

             ３４，９１０

            １７２，９７０

 

５８５，６７５

１０，５００，０００

 

１，４９０，０００

 

 

 

 

同左 

 

５０，０００

 

 

 

２４９，６８５，６０５

６７，０５０，０５９

   ３１６，７３５，６６４

 ５９８，７４６

 ７８，３９２

   ６７７，１３８

 ３１，６８３，６６７

  ２，９９０，１８８

   ３４，６７３，８５５

 ０

 ０

   ０

１１，８６０

０

１１，８６０

１８４，２９６

３，９００，０００

３，３５０，０００

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

１８９，２５９，１５０

５８，５０９，６５９

２４７，７６８，８０９

４１１，３５７

１６６，９７９

５７８，３３６

２７，３７５，９５６

１，９６２，９１９

２９，３３８，８７５

０

０

０

０

０

０

２１２，５５４

２，４００，０００

２，０５０，０００

 

 

 

 

同左 

 

３０，０００ 

 

 

 

３９３，２９４，４３６ 

１００，６９８，０２７ 

４９３，９９２，４６３ 

 

１，４６９，８０６ 

２０３，３５７ 

１，６７３，１６３ 

 

４９，４１０，４３３ 

６，２７２，４４７ 

５５，６８２，８８０ 

 

０ 

０ 

０ 

 

 

０ 

０ 

０ 

 

４８７，４３８ 

 

５，４００，０００ 

 

２，９４０，０００ 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町国民健康保険条例 大宮町国民健康保険条例 網野町国民健康保険条例 

 

丹後町国民健康保険条例 弥栄町国民健康保険条例 久美浜町国民健康保険条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１１ 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

 

課     題 調 整 結 果  

 

（案） 

  

  

 

 

   現行のまま新市に移行する。 

  

 

１人当たり３万円とする。  

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

５ 保険給付 

 

出産育児一時金 

      (単価)   ６町とも同額である。（＠３００，０００円） 

 

葬祭費 

      （単価）  葬祭費の単価が異なっており統一をする必要がある。 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

６ 貸付制度 

(Ｈ１３年度実績) 

①高額療養費貸付 

原資 

 

限度額 

 

 

 

 

 

貸付延件数 

 

貸付累計額 

 

②出産育児一時金

貸付 

原資 

 

限度額 

 

 

 

 

一般会計 

 

高額療養費支給予定額の９５％

以内 

（ただし、その額に千円未満の端

数があるときは、その額を切り捨

て） 

 

１４件 

 

２，９２９，０００円 

 

 

 

国保特別会計 

 

出産育児一時金支給見込額の 

８割以内（ただし、その額に千円 

未満の端数があるときは、その額

を切り捨て） 

 

 

 

 

高額療養費等貸付基金 

 

高額療養費支給予定額の９０％ 

以内 

（ただし、その額に千円未満の端

数があるときは、その額を切り捨

て） 

 

２８件 

 

７，３９１，０００円 

 

 

 

高額療養費等貸付基金 

 

同左 

 

 

 

 

 

社会福祉基金 

 

高額療養費支給見込額 

（ただし、見込額が千円未満の場

合は対象外だが、千円以上の場合

は見込額まで貸付） 

 

 

１２６件 

 

２２，１５５，１４８円 

 

 

 

社会福祉基金 

 

同左 

 

 

 

 

高額療養費等貸付基金 

 

高額療養費支給予定額の９５％ 

以内 

（ただし、その額に千円未満の端

数があるときは、その額を切り捨

て） 

 

１２件 

 

２，１４２，０００円 

 

 

 

高額療養費等貸付基金 

 

同左 

 

 

 

 

連合会高額貸付資金 

 

高額医療費該当金額の９０％ 

（ただし、その額に千円未満の端

数があるときは、その額を切り捨

て） 

 

 

６件 

 

４，２３６，０００円 

 

 

 

国保特別会計 

 

同左 

 

 

 

 

高額療養費貸付基金 

 

高額療養費支給見込額の９０％

以内（ただし、診療点数見込みが

２０万点以上の場合は、９５％以

内、また、その額に千円未満の端

数があるときは、その額を切り捨

て） 

９件 

 

２，４４９，０００円 

 

 

 

未実施 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町高額療養費貸付要綱 

峰山町国民健康保険出産費資金

貸付要綱 

大宮町高額療養費等貸付要綱 

 

網野町社会福祉基金条例高額療

養費等貸付に関する施行規則 

網野町社会福祉基金条例高額療

養費等貸付に関する施行規則 

丹後町国民健康保険高額療養費

等貸付基金条例 

丹後町国民健康保険高額療養費

等貸付基金条例 

連合会高額医療費貸付制度 

弥栄町国民健康保険出産費貸付

要綱 

久美浜町高額療養費貸付基金の

設置及び管理に関する条例 

久美浜町高額療養費資金貸付要

綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１１ 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

 

課     題 調 整 結 果  

 

（案） 

  

 

  

高額療養費等貸付基金を設置して貸し付けを行なうこととし、限度額は高額療養費支給見込額の９５％以内と

する。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、その額を切り捨てる。 

 

 

 

 

   高額療養費等貸付基金を設置して貸し付けを行なうこととし、限度額は出産育児一時金支給見込額の８割以内

とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、その額を切り捨てる。 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

６ 貸付制度 

①、②とも原資、限度額を統一する必要がある。 

①高額療養費貸付 

原資 

限度額 

 

 

 

②出産育児一時金貸付 

原資 

限度額 

 

 

    

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

７ 支払猶予 

①支払猶予 

 

参考 

 平成１３年度実績 

 

 

制度なし 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

制度あり 

 

 

８，２６２，１１５円（５３件） 

根拠条例・要綱・規則等      久美浜町高額療養費支払猶予要

綱 

  



 8

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１１ 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

 

課     題 調 整 結 果  

 

（案） 

  

   

  高額療養費制度の複雑化及び診療報酬査定により誤差が生じる場合があり支払猶予制度は廃止とし、廃止後は高

額療養費貸付で対応する。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

７ 支払猶予 

  現在のところ久美浜町が、久美浜町国保病院で診療を受け高額療養費の支給対象となる場合において、被保険者

 が支払うべき高額療養費相当額の支払猶予を行なうことにより、被保険者の負担を軽減することとしている。 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

８ 一部負担金の減

額・免除及び徴収

猶予 

 

 

減額又は免除 

①震災、風水害、火災その他こ

れに類する災害により死亡

し、障害者となり、又は資産

に重大な損害を受けたとき。 

②干ばつ、冷害、凍霜害等によ

る農作物の不作、不漁その他

これに類する事由により収

入が減少したとき。 

③事業又は業務の休廃止、失業

等により収入が著しく減少

したとき。 

④前各号に掲げる事由に類す

る事由があったとき。 

徴収猶予 

 ①上記の各号に該当したこと

により、生活が困難となった

場合 

 

 

同左 

 

 

減額又は免除 

 ①生活が著しく困難な場合 

 ②天災その他特別の事情があ

る場合 

 

峰山町と同じ 

 

制度なし 

 

減額又は免除 

 ①生活が著しく困難な場合 

 ②天災その他特別の事情があ

る場合 

 ③その他町長が特に必要と認

めた場合 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町国民健康保険条例施行規

則 

大宮町国民健康保険条例施行規則 網野町国民健康保険条例施行規

則 

丹後町国民健康保険条例施行規 

則 

規則等なし 久美浜町国民健康保険条例施行

規則 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１１ 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

 

課     題 調 整 結 果  

 

（案） 

  

 

  峰山町の例に準じ、一元化に調整のうえ新市に移行する。  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

８ 一部負担金の減額・免除及び徴収猶予 

  １町のみ規定がないが、５町は概ね同じ内容である。 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

９ 国民健康保険運営

協議会 

①被保険者委員数 

 

②保険医委員数 

 

③公益委員数 

 

 

 

 

３人 

 

３人 

 

３人 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

２人 

 

２人 

 

２人 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

３人 

 

３人 

 

３人 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町国民健康保険条例 大宮町国民健康保険条例 

 

網野町国民健康保険条例 丹後町国民健康保険条例 

 

弥栄町国民健康保険条例 久美浜町国民健康保険条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１１ 国民健康保険の取扱い 整理番号 １９－１１ 専門部会名 住民部会 

分    類 国民健康保険 分科会名 国保分科会 

 

課     題 調 整 結 果  

 

（案） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  国民健康保険法施行令第３条により、新市における適正な定数を条例で定め新市に移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

９ 国民健康保険運営協議会 

①被保険者委員数 

 

②保険医委員数 

 

③公益委員数 

 

   

   国民健康保険法施行令第３条により、委員の定数は条例で定めることと規定されている。 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



第１３回　住民・福祉・教育小委員会　協議資料

１９－１１　国民健康保険の取扱い

平成１５年３月１１日提出



国民健康保険とは

　　国民健康保険　　自営業や農林漁業の人及び被用者保険の退職者を対象としている。一般的に市町村が運営するが、都道府県単位で同業者が集まって、

　　　　国民健康保険組合を組織、運営している場合もある。

国民健康保険(国保）のしくみ

　一部負担金の支払い 　　　　医療費の払込み

　　　　診療（本人、家族） 　　　　　　　医療費の確定

医療費の支払い

保険税の納付

保険証の交付

医療費の請求

国保被保険者
（加入者）

保険者
（市町村）

保険医療機関等
国保連合会

審査・支払い

-　1　-



国民健康保険特別会計のしくみ

　　・一般会計と異なり支出額に応じて収入額を確保する必要があり、特定の支出に充てるために、一般会計から独立して経理を行なっている。

　　・国保税は被保険者が病気やけがをした場合、医療費などの給付費用に充てるため、所得割、資産割、均等割、平等割の区分に応じて計算される。

　　・保険税収入額＝ 支出見込総額 － 国庫支出金 － 繰入金 － その他収入見込総額

　　・平準化　　　　　応能割合（所得割、資産割）と応益割合(均等割、平等割）の比率を示すもので、応益割合が４５％以上５５％未満になるよう

  構成比率を調整する。このことにより、限度超過額の適用を受ける高所得者層、従来の６割軽減、４割軽減の適用を受ける低所得

  者層以外の中間所得者層の負担軽減が図られる。

　　支出（構成比率は、各項目の平成１３年度決算額の６町計をしたうえでの算出値）

保険給付費

60.9% 27.9%

6.0%

　　収入（構成比率は、各項目の平成１３年度決算額の６町計をしたうえでの算出値）

保険税 国庫支出金

30.7% 40.2%

5.5% 9.2% 10.2%

老人保健拠出金

繰
入
金

介
護
納
付
金

療
養
給
付
費

交
付
金

繰
越
金

その他 2.8%

府支出金 1.4%

総務費　0.4％

その他　2.7％

保健事業費　2.1％

-　2　-



①歳出・歳入は過去数年の実績を基に試算

②所得・資産・加入状況はH14本算定時の実績データを基に試算 （単位：円）

峰山町 大宮町 網野町 丹後町 弥栄町 久美浜町

767,506,556 660,268,101 1,233,922,670 484,744,008 389,989,364 821,221,655 4,357,652,354

477,937,659 435,430,099 639,029,305 305,447,959 256,082,974 461,913,059 2,575,841,055

289,568,897 224,838,002 594,893,365 179,296,049 133,906,390 359,308,596 1,781,811,299

96.0% 94.0% 95.0% 99.00% 98.0% 97.0% 96.00%

301,634,268 239,189,364 626,203,542 181,107,120 136,639,173 370,421,233 1,856,053,436

330,923,238 259,136,393 476,026,790 184,234,794 135,365,538 308,417,120 1,694,103,873

△ 29,288,970 △ 19,947,029 150,176,752 △ 3,127,674 1,273,635 62,004,113 161,949,563

△ 29,288,970 △ 19,947,029 150,176,752 △ 3,127,674 1,273,635 62,004,113 161,949,563

全　体 2,814 2,096 3,492 1,606 1,194 2,403 13,605

一　般 2,544 1,949 3,262 1,510 1,083 2,273 12,621

退　職 270 147 230 96 111 130 984

全　体 6,011 4,766 8,455 3,574 2,608 5,719 31,133

一　般 5,324 4,410 7,842 3,317 2,306 5,352 28,551

退　職 687 356 613 257 302 367 2,582

所得割 5.1% 5.1% 5.1% 5.1% 5.1% 5.1% 5.1%

資産割 34.0% 34.0% 34.0% 34.0% 34.0% 34.0% 34.0%

均等割 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700

平等割 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200

54.39% 52.99% 55.36% 50.51% 51.99% 52.67% 53.52%

45.61% 47.01% 44.64% 49.49% 48.01% 47.33% 46.48%

税　額 1人当り(a) 57,597 53,152 55,512 49,127 54,216 52,388 54,138

（軽減後） 1世帯当り 123,032 120,859 134,409 108,639 118,422 124,681 123,801

2.14 2.27 2.42 2.23 2.18 2.38 2.29

57,326 55,948 62,403 44,364 54,232 50,491 54,127

271 △ 2,796 △ 6,891 4,763 △ 16 1,897 11

297,000,000 181,783,167 160,864,572 234,410,952 51,231,979 318,608,819 1,243,899,489

国民健康保険税試算（全体）

均一税率による試算

全体

需要額（A-B）÷予定収納率

項　目

医
療

歳出額A

歳入額B

A-B

1世帯当り被保数

予定収納率

差引不足額

基金等繰入額

世帯数

軽減前調定予想額

基金残高（平成１３年度末）

H14年度本算定１人当り(b)

差　異(a)-(b)

被保険者数

税　率

応能割（一般）

応益割（一般）

-　4　-



試算（平準化）

峰山町 大宮町 網野町 丹後町（平） 弥栄町（平） 久美浜町（平） ６町合計
319,695,151 261,897,066 516,744,565 169,164,439 133,466,675 292,991,322 1,693,959,218

全　体 2,814 2,096 3,492 1,606 1,194 2,403 13,605
一　般 2,544 1,949 3,262 1,510 1,083 2,273 12,621
退　職 270 147 230 96 111 130 984
全　体 6,011 4,766 8,455 3,574 2,608 5,719 31,133
一　般 5,324 4,410 7,842 3,317 2,306 5,352 28,551
退　職 687 356 613 257 302 367 2,582
所得割 5.0% 5.6% 6.0% 4.5% 5.1% 4.9% 5.1%
資産割 38.0% 45.0% 44.0% 36.0% 37.0% 34.0% 34.0%
均等割 16,000 15,200 18,000 15,000 17,500 16,600 18,700
平等割 20,000 19,300 20,400 20,000 19,500 20,000 20,200

57.44% 59.82% 59.18% 52.74% 53.94% 54.16% 53.52%
42.56% 40.18% 40.82% 47.26% 46.06% 45.84% 46.48%

税　額 1人当り 57,326 55,948 62,403 44,364 54,232 50,491 54,138
（軽減後） 1世帯当り 122,454 127,217 151,094 98,108 118,456 120,165 123,801

2.14 2.27 2.42 2.23 2.18 2.38 2.29

32,625,900 27,030,646 51,923,888 20,743,798 13,322,903 29,100,456 174,747,591
全　体 1,318 1,094 2,027 798 555 1,171 6,963
一　般 1,107 970 1,829 728 447 1,055 6,136
退　職 211 124 198 70 108 116 827
全　体 1,823 1,580 2,988 1,146 778 1,680 9,995
一　般 1,514 1,399 2,721 1,044 624 1,519 8,821
退　職 309 181 267 102 154 161 1,174
所得割 1.1% 1.09% 1.1% 1.1% 0.85% 1.01% 0.92%
資産割 5.5% 5.4% 5.5% 4.0% 7.5% 5.42% 7.3%
均等割 5,200 5,200 5,300 6,200 5,300 5,300 5,500
平等割 3,300 3,300 3,400 4,200 3,500 3,400 3,800

57.68% 58.40% 56.81% 49.15% 54.82% 55.73% 53.40%
42.32% 41.60% 43.19% 50.85% 45.18% 44.27% 46.60%

税　額 1人当り 17,109 15,831 16,493 16,281 16,305 16,320 16,232
（軽減後） 1世帯当り 23,665 22,864 24,312 23,265 22,857 23,414 23,288

1.38 1.44 1.47 1.44 1.40 1.43 1.44

応能割（一般）
応益割（一般）

世帯数

被保険者数

項　目
H14年度　本算定実績

H14年度軽減前賦課総額

税　率

税 率 等 の 比 較 （平準化）
国民健康保険中央会《保険料（税）適正算定システム》利用 ※平成14年度　本算定時の軽減前賦課総額による試算

1世帯当り被保数

介護

H14年度軽減前賦課総額

被保険者数

税　率

応能割（全体）

1世帯当り被保数

世帯数

応益割（全体）

医療

-　3　-
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 戸籍、住民登録事務の取扱い 整理番号 ２１－１６ 専門部会名 住民部会 

分    類 窓口手数料 分科会名 戸籍、住民登録分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 窓口手数料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 地方公共団体の手数料の標準に

関する政令 

峰山町手数料条例 

地方公共団体の手数料の標準に

関する政令 

大宮町手数料条例 

地方公共団体の手数料の標準に

関する政令 

網野町手数料条例 

地方公共団体の手数料の標準に

関する政令 

丹後町手数料条例 

地方公共団体の手数料の標準に

関する政令 

弥栄町手数料条例 

地方公共団体の手数料の標準に

関する政令 

久美浜町手数料徴収条例 

 

 
窓口手数料一覧表 

区分及び種類 峰山町 大宮町 網野町 丹後町 弥栄町 久美浜町 
①戸籍       

戸籍謄抄本 ４５０円／通 ４５０円／通 ４５０円／通 ４５０円／通 ４５０円／通 ４５０円／通 
除籍謄抄本 ７５０円／通 ７５０円／通 ７５０円／通 ７５０円／通 ７５０円／通 ７５０円／通 
戸籍記載事項証明 ３５０円／件 ３５０円／件 ３５０円／件 ３５０円／通 ３５０円／通 ３５０円／件 
除籍記載事項証明 4５０円／件 4５０円／件 4５０円／件 4５０円／通 4５０円／通 4５０円／件 
受理証明書 ３５０円／件 ３５０円／通 ３５０円／件 ３５０円／通 ３５０円／通 ３５０円／通 
受理証明書（上質紙を用いる場合） １，４００円／通 １，４００円／通 １，４００円／通 １，４００円／通 １，４００円／通 １，４００円／通 

 

戸籍閲覧 ３５０円／件 ３５０円／件 ３５０円／件 ３５０円／件 ３５０円／件 ３５０円／件 
②住民基本台帳等       

住民票写し ２００円／件 ２００円／通 ２００円／通 ２００円／通 １００円／件 ２００円／通 
住民票記載事項証明 ２００円／通 ２００円／通 ２００円／通 ２００円／通 １００円／件 ２００円／件 
住民票閲覧 ２００円／件 ２００円／人 ２００円／件 ２００円／件 １００円／件 ２００円／件 
戸籍附票謄抄本 ２００円／通 ２００円／通 ２００円／通 ２００円／通 １００円／件 ２００円／件 
外国人登録原票写し ２００円／通 ２００円／通 ２００円／通 ２００円／通 １００円／件 ２００円／枚 
外国人登録原票記載事項証明 ２００円／通 ２００円／通 ２００円／通 ２００円／通 １００円／件 ２００円／枚 
身分又は身元に関する証明 ２００円／件 ２００円／通 ２００円／件 ２００円／通 １００円／件 ２００円／枚 

 

埋火葬に関する証明 ２００円／件 ２００円／通 － － － － 
③印鑑       

印鑑登録証明書の交付 ２００円／件 ２００円／件 ２００円／通 ２００円／通 １００円／件 ２００円／枚 
印鑑登録証の交付 ２００円／件 － － ２００円／件 － － 

 

印鑑登録証の再交付 ３００円／件 ５００円／件 ５００円／回 ２００円／回 ２００円／件 ５００円／回 
④その他       

臨時運行許可申請 ７５０円／件 － ７５０円／件 － － ７５０円／件 
公簿、公文書及び図面の閲覧 ２００円／件 ２００円／事項 ２００円／件 ２００円／事項 １００円／件 ２００円／件 
公簿、公文書及び図面の謄写 ２００円／枚 ２００円／件 ２００円／件 ２００円／事項 １００円／件 ２００円／通 

 

その他の証明 ２００円／件 ２００円／件 ２００円／件 ２００円／件 １００円／件 ２００円／件 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１－１６ 戸籍、住民登録事務の取扱い 整理番号 ２１－１６ 専門部会名 住民部会 

分    類 窓口手数料 分科会名 戸籍、住民登録分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案） 

 

 

  新市移行後は次のとおりとする。 

   埋火葬に関する証明及び印鑑登録証の交付に関する手数料は廃止とする。 

  

区 分 及 び 種 類 金 額 

①戸籍  

戸籍謄抄本 ４５０円／通 

除籍謄抄本 ７５０円／通 

戸籍記載事項証明 ３５０円／件 

除籍記載事項証明 ４５０円／件 

受理証明書 ３５０円／通 

受理証明書（上質紙を用いる場合） １，４００円／通 

 

戸籍閲覧 ３５０円／件 

②住民基本台帳等  

住民票写し（１世帯をもって１件） ２００円／件 

住民票記載事項証明 ２００円／通 

住民票閲覧 ２００円／件 

戸籍附票謄抄本 ２００円／通 

外国人登録原票写し ２００円／通 

外国人登録原票記載事項証明 ２００円／通 

 

身分又は身元に関する証明 ２００円／件 

③印鑑  

印鑑登録証明書の交付 ２００円／枚  

印鑑登録証の再交付 ５００円／件 

④その他  

臨時運行許可申請 ７５０円／両 

公簿、公文書及び図面の閲覧 ２００円／件 

公簿、公文書及び図面の謄写 ２００円／件 

 

その他の証明 ２００円／件 

  

 

 

 

 

 

 

 

１ 窓口手数料 

   規定されている手数料の種類が異なっている。また、６町とも規定されているものでも、単価が異なっている

ものについては統一をする必要がある。 

 

埋火葬に関する証明  峰山町、大宮町のみが規定している。 

   印鑑登録証の交付   峰山町、丹後町のみが規定している。 

   臨時運行許可申請   峰山町、網野町、久美浜町が規定している。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査    分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 検診体制 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込み方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果の通知方法 

 

①総合検診 

 

 基本健康診査（循環器検診） 

 胃がん検診 

 肺がん検診 

 大腸がん検診 

 肝炎ウイルス検診 

 前立腺検診 

 結核検診 

委託医療機関でのセット検診 

②女性検診 

 子宮がん検診 

 乳がん検診 

 

 

①検診チラシを各戸配布。各区で

取りまとめまたは、直接申込書

を保健福祉課に持参 

②老人会への受診勧奨チラシに

よる申込 

③40 歳・50 歳への受診勧奨チラ

シによる申込 

④子宮ガン・乳がんの受診勧奨

（35～39歳）チラシによる申込 

 

 

総合検診は、事後指導として結果

報告会を実施し、結果を本人に渡

す。 

報告会に来られなかった方で異

常なしの方には郵送。異常が認め

られた方に対しては、一部家庭訪

問し渡す。 

 

①総合健康診査 

全検診同時実施 

基本健康診査（循環器検診） 

 胃がん検診 

 肺がん検診 

 大腸がん検診 

 肝炎ウイルス検診 

 前立腺検診 

 結核検診 

 

子宮がん検診 

 乳がん検診 

 骨粗しょう症検診 

 

 

全世帯の対象者を打ち出し関係

ない検診項目には＊印を付し希

望の検診に○を付してもらう。 

各区に配布依頼。 

区経由で回収。 

 

 

 

 

 

 

基本健診を受けた人は、事後指導

の会場で。がん検診だけの人は郵

送で。事後指導こられなかった人

は電話後郵送やそのままコメン

トを書いて郵送する。 

 

①総合健康診査 

全検診同時健診   

基本健康診査（循環器検診） 

 胃がん検診 

 肺がん検診 

 大腸がん検診 

 肝炎ウイルス検診 

 前立腺検診 

 結核検診 

 

子宮がん検診 

 乳がん検診 

 骨粗しょう症検診 

 

 

全世帯に申込書を郵送 

区を通じて回収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合健康診査時に事後指導日を 

連絡 

事後指導では個別指導で返却 

 

①住民検診 

 

基本健康診査（循環器検診） 

胃がん検診 

大腸がん（便潜血検査） 

結核検診 

肺がん検診 

喀痰検査 

肝炎ウイルス検診 

前立腺検診 

骨粗しょう症検診 

②女性検診 

 子宮がん検診 

乳がん検診 

 

上記①②別日程で実施 

 

①②同一申込用紙に希望の検診

欄に○をつけて 

①区を通じて回収 

②本人が直接保健センターへ申

込み用紙を持参する 

③電話で申込みも可 

 

 

 

①検診実施会場毎に検診結果返

しを行う。受診者全員対象、個

別指導をしながら返却 

②①に来られなかった人には文

書にて返すか指導の必要な場合

は訪問 

  

①検診車健診 

 

基本健康診査 

胃がん検診 

大腸がん検診 

前立腺検診 

肝炎ウイルス検診 

②結核検診 

肺がん検診 

③婦人科検診 

 子宮がん・乳がん検診 

 骨粗しょう症検診 

④人間ドック 

⑤脳ドック 

  

検診チラシを各戸配布。 

各区事務所または健康福祉課に

提出。電話申込みも可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①人間ドックは保健師の訪問に

よる、個別指導。 

②脳ドックは医師より結果説明、

指導。 

③検診車検診は事後指導会にて

結果説明、指導。 
その他は、検診時に説明、指導も

しくは郵送にて実施。 

 

①総合検診 

全検診同時健診 

基本健康診査（循環器検診） 

 胃がん検診 

 肺がん検診 

 大腸がん検診 

 肝炎ウイルス検診 

 前立腺検診 

 結核検診 

子宮がん検診 

 乳がん検診 

 骨粗しょう症検診 

 

 

 

各区の健康推進委員に世帯毎の

検診申込書の配布と回収を依頼

する 

 

 

 

 

 

 

 

 

検診結果説明会で個別に説明、必

要な指導をして返却。 

検診当日、受診者にきな粉入り牛

乳を配布。     

根拠条例・要綱・規則等 老人保健法 同左 同左 同左 同左 同左 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査      

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   検診体制としては、総合検診として実施する方向で調整する。 

 

      

 

 １ 検診体制 

    

    各町により検診の実施方法に相違がある。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

   申込書の配布、回収について 

 

   町名      配布方法             回収方法 

   峰山町     チラシを区長経由配布       保健センターへ希望者が直接持参 

   大宮町     区長経由で配布          区長経由で回収もしくは保健センターへ持参 

   網野町     封筒にて郵送           同上 

   丹後町     区長経由で配布          同上 

   弥栄町     チラシを区長経由で配布      同上 

   久美浜町    健康推進員が封筒で配布      健康推進員が回収 

 

    

   各町とも基本検診を受けた者は各検診会場で事後指導を受ける。 

 

   

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査    分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

２ 基本健康診査 

 

 

  実施方法 

（個別・集団） 

 

 

委託医療機関 

  

  

 

   

対象者 

 

 

自己負担金 

 

基本健康健診 

 

 

 

集団 

 

 

予防医学センター  

 

 

 

 

２０歳以上 

  

 

６００円 

(無料対象者)  

国民健康保険加入者 

 ５０歳 

 ７０歳以上 

 町民税非課税世帯 

 要介護家族は無料 

 

 

 

 

 

基本健康診査 

 

 

 

集団 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

 

３０歳以上 

 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

基本健康診査 

 

 

 

主に集団 

追加健診として個別実施 

 

集団：予防医学センター 

個別：丹後ふるさと病院 

 

 

 

３０歳以上 

 

 

無料 

 

循環器検診 

 

 

 

集団 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

 

３０歳以上 

 

 

５００円 

町民税非課税世帯、７０歳以上は

無料 

 

循環器健診 

 

 

 

集団 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

 

２０歳以上 

 

 

無料 

 

 

 

循環器検診 

 

 

 

集団 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

 

２０歳以上 

 

 

無料 

根拠条例・要綱・規則等 老人保健法 

峰山町健康診査事業一部負担金

徴収要綱 

老人保健法 

 

同左 同左 同左 同左 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査      

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   総合検診として集団化して実施する方向で調整する。 

 

     対象者は、２０歳以上とする。 

 

     自己負担金は徴収しない方向で調整する。 

      

 

 ２ 基本健康診査 

 

   各町とも、集団検診として実施している。 

 

   網野町のみ、追加検診として個別検診を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   法的には４０歳以上が対象であり、３９歳以下は単費事業となる。 

 

   府内の自己負担金徴収市町村   １７／４３ 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査    分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

３ 骨粗しょう症検診 

 

  実施方法 

（個別・集団） 

 

 

 

委託医療機関 

 

 

 

 

 

対象者 

 

 

 

 実施頻度 

 

 

自己負担金 

 

 

 

 

 

 

 

 

骨祖しょう症検診 

 

 

平成１３年度 集団検診 

平成１４年度 教室として骨密

度測定を行う 

 

平成１３年度 

 京都工場保健会 

平成１４年 町独自で行う 

 

 

平成１３年度２０歳～６９歳の

女性 

平成１４年度 ２０歳以上 

 

毎年実施 

 

 

平成１３年度    ３００円 

（無料対象者） 

国民健康保険加入者 

 ５０歳 

 ７０歳以上 

 町民税非課税世帯 

 要介護家族 

  

平成１４年度は 無料 

 

 

 

 

 

骨粗しょう症検診 

 

 

集団 

 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

２０歳～５９歳の女性 

 

 

 

毎年実施 

 

 

無料 

 

 

骨粗しょう症検診 

 

 

集団 

 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

 

３０～６９歳の女性 

 

 

 

毎年実施 

 

 

無料 

 

骨粗しょう症検診 

 

 

集団 

 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

 

３０歳以上の女性 

 

 

 

毎年実施 

 

 

無料 

 

健康づくりの集いにて実施 

 

 

個別 

 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

 

３０歳以上の女性 

限定１００人まで 

 

 

毎年実施 

 

 

無料 

 

 

 

骨粗しょう症検診 

 

 

集団 

 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

 

２０歳～５９歳の女性 

 

 

 

２年に１回実施 

 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 老人保健法 

峰山町健康診査事業一部負担金

徴収要綱 

老人保健法 同左 同左 同左 同左 

 



 3

 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査      

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

    総合検診の中に組み入れ、集団化して実施する。 

 

      対象者は２０歳から５９歳までは隔年受診可とし、６０歳以上は健康づくり事業の中で対応する。 

   

      自己負担金は徴収しない方向で調整する。     

 

   ３ 骨粗しょう症検診 

 

     各町とも実施しているが、実施方法に相違がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊４０歳・５０歳のみ老人保健法 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 4

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査    分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

   

４ 胃がん検診 

   実施方法 

（個別・集団） 

 

 

 

委託医療機関 

 

 

対象者 

 

 

 

 

 

自己負担金 

 

 

 

 

 

 

 

 

精検者の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

胃がん検診 

 

①集団検診 

②個別検診(直接撮影) 

 

 

①予防医学センター 

②丹後中央病院 

 

①４０歳以上 

②集団検診で２年連続精密検査

対象になった者 

 

 

 

①   ５００円 

② １，６００円 

(無料対象者) 

国民健康保険加入者 

 ５０歳 

 ７０歳以上 

 町民税非課税世帯 

 要介護家族は無料 

 

①医療機関への紹介状を本人に 

渡す（丹後中央病院受診者のみ

無料。その他の医療機関は保険

払い） 

②保険払い 

 

胃検診 

 

①集団 

②個別(胃カメラ) 

 

 

予防医学センター 

  

 

 

 

①４０歳以上 

②４０歳以上 

 

 

①無料 

②無料 

 

 

 

 

 

 

 

紹介状・同意書に署名し医療機関

受診 

 

胃検診 

 

主に集団 

追加健診として個別(直接撮影)

で実施 

 

集団：京都がん協会 

個別：丹後ふるさと病院 

 

 

 

４０歳以上 

 

 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

予約制：丹後ふるさと病院 

丹後中央病院 

費用は個人負担 

 

胃がん検診 

 

集団 

 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

 

４０歳以上 

 

 

 

５００円 

町民税非課税世帯、７０歳以上は

無料 

 

 

 

 

 

 

精検医療機関へ依頼状持参、 

医療保険で受診 

 

胃検診 

 

①集団 （検診車検診・間接撮影）

②個別 （人間ドック・直接撮影）

 

 

①予防医学センター 

②弥栄病院 

 

 

 

①４０歳以上 

②４０歳～６９歳 

 

 

①無料 

②２，０００円（ドック全体の自

己負担金） 

 

 

 

 

 

 

①弥栄病院受診を想定して精検

受診勧奨をするが、他医療機関

希望の方は、紹介状を作成、保

険診療で精検受診。 

②検診終了時に本人の希望によ

り、精検日程を予約 

 

胃がん検診 

 

集団 

 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

 

４０歳以上 

 

 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

要精検者で希望する人は、久美浜

病院と斎藤診療所のみ胃カメラ

の計画と結果通知を実施 

他の病院で受診される人には、胃

透視のフイルムと依頼書を渡し 

受診勧奨 

根拠条例・要綱・規則等 老人保健法 

峰山町健康診査事業一部負担金

徴収要綱 

老人保健法 同左 同左 同左 同左 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査      

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

   

  (1)総合検診に統一する方向で調整する。 

 

    集団検診とし、間接撮影をする。 

     

 

 

   (2)ハイリスク者のフォロー 

    直接撮影とする。委託検診とする。 

  

 

 

 

 

 

  (3)自己負担金  

    徴収しない方向で調整する。 

 

 

(4)要精検者 

    ・各自、医療機関で受診を奨励する。 

    ・費用は各自の医療保険による受診とする。 

 

 

  ４ 胃がん検診 

 

     (1)検診方法 

各町とも検診を実施している。 

 

       実施方法、自己負担金について、相違がある。 

 

 

(2)ハイリスク者の扱い 

      峰山町     最初から個別指導とし、直接撮影している。(丹後中央病院) 

            大宮町     〃          胃カメラによる検診としている。(大宮診療所) 

            網野町     最初から病院受診を勧める。 

      丹後町     特に拒否せず、受診させる。 

      弥栄町     〃 

      久美浜町    最初から病院受診を勧める。 

   

    (3)自己負担金  

      峰山町、丹後町が徴収している。 

 

 

    (4)要精検者の扱い 

      各町とも医療機関での受診を勧奨している。(保険診療) 

      峰山町では、一部無料化としている。 

 

 

参考  間接撮影   ロール状のフィルムに順次受験者を撮影。フィルムは小さいが検査費用は安い。 

    直接撮影   １人１枚のフィルムに撮影。フィルムが大きく、より正確な検診ができるが、検査費用が

高い。 

 

 

 

 府内の自己負担金徴収市町村   ２９／４３ 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査    分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

５ 大腸がん検診 

 

 

  実施方法 

（個別・集団） 

 

採便回収方法 

 

 

委託医療機関 

 

 

対象者 

 

 

自己負担金 

 

 

 

 

 

 

 

精検者の取扱い 

 

 

便潜血反応検査 

 

 

集団 

 

 

事前配布で当日持参 

 

 

予防医学センター 

 

 

４０歳以上 

 

 

３００円 

（無料対象者） 

国民健康保険加入者 

 ５０歳 

 ７０歳以上 

 町民税非課税世帯 

 要介護家族 

 

医療機関への紹介状を本人に渡

す。 

（国保加入者で丹後中央病院受

診者のみ無料。その他の医療機関

は保険払い） 

 

 

 

 

便潜血反応検査 

 

 

集団 

 

 

同左 

 

 

予防医学センター 

 

 

３０歳以上 

 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

 

予防医学センターの紹介状を持

って医療機関受診 

 

大腸がん検診 

 

 

主に集団 

追加健診は個別で実施 

 

同左 

 

 

予防医学センター 

 

 

４０歳以上 

 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

 

特記なし 

費用個人負担 

 

 

 

大腸がん検診 

（便潜血反応検査） 

 

集団 

 

 

同左 

 

 

予防医学センター 

 

 

３５歳以上 

 

 

２００円 

町民税非課税世帯、７０歳以上は

無料 

 

 

 

 

 

精検医療機関へ依頼状持参、 

医療保険で受診 

 

 

 

 

 

 

大腸がん検診        

 

 

①集団 

②個別   

 

①健診会場へ持参 

②区事務所へ 

 

①予防医学センター 

②弥栄病院 

 

２０歳以上 

 

 

①無料 

②２，０００円（ドック全体の自

己負担金） 

 

 

 

 

 

①弥栄病院受診を想定して受診

勧奨、他医療機関希望の場合は

紹介状作成。保険診療で精検受

診。 

②検診終了時に本人の希望によ

り、精検日程を予約 

 

 

大腸がん検診 

 

 

集団 

 

 

峰山町に同じ 

 

 

予防医学センター 

 

 

４０歳以上 

 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

 

便潜血検査結果票、依頼書 

返信封筒を渡し、受診勧奨 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 老人保健法 

峰山町健康診査事業一部負担金

徴収要綱 

老人保健法 同左 同左 同左 同左 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査      

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   総合検診に統一する方向で調整する。 

 

 

 

 

   

   対象年齢は、３０歳以上とする。 

   

     ３０歳代で大腸ポリープを発見し、早期に対処した事例等、多数あるため、有効である。 

 

   

    自己負担金は、徴収しない方向で調整する。 

 

 

 

    要精検者は、各自医療保険で受診する方向で調整する。 

 

 ５ 大腸がん検診 

 

   各町とも集団検診で実施している。 

    

     網野町と弥栄町は、個別検診も実施している。 

 

 

 

   対象者の年齢に相違がある。 

 

      

 

    

   自己負担金について 

 

     峰山町と丹後町で徴収している。 

 

   要精検者の扱いについて 

    

     各町とも医療機関への受診を勧奨している。 

 

     峰山町の国保加入者のみ、中央病院での受診を無料としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     府内の自己負担金徴収市町村   １９／４３ 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査    分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

６ 子宮がん検診 

 

 実施方法 

（個別・集団） 

 

検診内容 

 

 

委託医療機関 

 

 

 

対象者 

 

 

自己負担金 

 

子宮がん検診 

 

集団 

 

 

子宮頸部細胞診 

 

 

丹後中央病院 

弥栄病院 

 

 

３０歳以上の女性 

 

 

７００円 

（無料対象者） 

国民健康保険加入者 

 ５０歳 

 ７０歳以上 

 町民税非課税世帯 

 要介護家族 

 

 

 

 

 

子宮がん検診 

 

集団 

 

 

同左 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

同左 

 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子宮がん検診 

 

主に集団 

追加健診は個別で実施 

 

同左 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

同左 

 

 

無料 

 

子宮がん検診 

 

集団 

 

 

同左 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

同左 

 

 

５００円 

町民税非課税世帯、７０歳以上は

無料 

 

 

 

 

 

 

 

子宮がん検診 

 

個別 

 

 

同左 

 

 

弥栄病院 

 

 

 

同左 

 

 

無料 

 

子宮がん検診 

 

集団 

 

 

同左 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

同左 

 

 

無料 

 

根拠条例・要綱・規則等 老人保健法 

峰山町健康診査事業一部負担金

徴収要綱 

老人保健法 同左 同左 同左 同左 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査      

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

    総合検診に統一する方向で調整する。 

 

       

      対象年齢は３０歳以上とする。 

 

    自己負担金は、徴収しない方向で調整する。 

 

 

 

  ６ 子宮がん検診 

 

    検診の実施方法について、相違がある。 

 

      集団検診   峰山町、大宮町、網野町、丹後町、久美浜町 

       

      個別検診   網野町で集団検診が受けられなかった者を対象に実施 

             弥栄町(全対象者) 

 

       実施場所   峰山町、弥栄町が病院検診である。 

 

 

 

 

 

     自己負担金について 

 

       峰山町、丹後町で徴収している。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査    分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

７ 乳がん検診 

 

実施方法 

（個別・集団） 

 

 

検診内容 

 

 

 

 

委託医療機関 

 

 

 

対象者 

 

 

 

 

自己負担金 

 

 

 

 

 

 

精検者の取扱い 

 

 

乳がん検診 

 

集団 

 

 

 

視触診 

 

 

 

 

丹後中央病院 

弥栄病院 

 

 

３０歳以上の女性 

 

 

 

 

３００円 

国民健康保険加入者 

 ５０歳 

 ７０歳以上 

 町民税非課税世帯 

 要介護家族は無料 

 

当日、保険対応で超音波による精

密検査、生検は後日 

 

 

 

乳がん検診 

 

集団 

 

 

 

外科医の視触診 

一部モデルの地区にマンモグラ

フィー撮影 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

同左 

 

  

 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

当日精検者がわかるので、検診終

了後、紹介状・同意書を郵送し、

受診を勧める 

 

 

乳がん検診 

 

主に集団 

追加健診は個別で実施 

 

 

視触診：全員 

マンモグラフィー：５０歳以上偶

数年齢 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

事後指導時、紹介状・同意書を渡

し受診勧奨 

費用個人負担 

 

 

 

 

乳がん検診 

 

集団 

 

 

 

外科医による視触診 

（１４年度からマンモグラフィ

ー導入） 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

視触診・・３０歳～４９歳 

視触診＋マンモ・・５０歳以上女

性 

 

 

５０歳未満・２００円 

５０歳以上・４００円 

町民税非課税世帯、７０歳以上は

無料 

 

 

 

・３０歳～４９歳の要精検者に

は、検診数日後、精検医療機関へ

依頼状等送付し精検受診勧奨 

医療保険で受診 

・５０歳以上はＭＭＧの読影も合

わせて結果が来るので４週間程

度かかる。精密検査については検

討中  

 

乳がん検診 

 

個別 

 

 

 

問診、視触診、マンモグラフィー

（マンモグラフィーは平成１４

年度より） 

 

 

弥栄病院    

予防医学センター（マンモグラフ

ィー）   

 

同左 

マンモは４０歳以上、２年に１回

（地区割実施） 

 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

保険診療にて精検受診。 

 

乳がん検診 

 

①個別 

②集団 

 

 

①問診、視触診、超音波検査 

②問診 

マンモグラフィー検診を併用

（２年に１度） 

 

①久美浜病院  

②予防医学センター 

      

 

①３０～４９歳の女性 

②５０歳以上の女性 

 

 

 

①無料 

②無料 

 

 

 

 

 

①要精検者には、後日、再度受診

をすすめ組織検査を実施 

    （保険扱い） 

②要精検者には、マンモグラフィ

ーのフイルムと依頼書を渡し

受診勧奨 

 

根拠条例・要綱・規則等 老人保健法 

峰山町健康診査事業一部負担金

徴収要綱 

老人保健法 同左 同左 同左 同左 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査      

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

    総合検診に統一する方向で調整する。 

 

     実施内容   ３０歳～４９歳は、視触診を毎年実施する。 

     

            ５０歳以上はマンモグラフィー併用検診を２年に１回実施する。 

 

   

     自己負担金は徴収しない方向で調整する。 

 

     要精検者は、各自医療保険で受診する方向で調整する。 

 

     

 

  ７ 乳がん検診 

 

     検診の実施方法について相違がある。 

 

       集団検診   峰山町、大宮町、網野町、丹後町、久美浜町 

       

       個別検診   網野町で集団検診が受けられなかった者を対象に実施 

 弥栄町(全対象者) 

              久美浜町の３０～４９歳までの女性 

       ・個別検診は、病院で実施している。 

         

 

               

 

 

     自己負担金について 

 

       峰山町、丹後町で徴収している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    要精検者の扱いについて 

    

     各町とも医療機関への受診を勧奨している。 

 

     峰山町の国保加入者のみ、中央病院での受診を無料としている。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査    分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

８ 前立腺がん検診 

 

  実施方法 

（個別・集団） 

 

 

検診内容 

 

 

 

委託医療機関 

   

 

対象者 

 

 

自己負担金 

 

  

 

 

 

 

 

精検者の取扱い 

 

 

 

前立腺検診 

 

 

集団 

 

 

血液検査(ＰＳＡ) 

 

 

 

予防医学センター 

 

 

５５歳以上の男性 

 

 

５００円 

国民健康保険加入者 

 ５０歳 

 ７０歳以上 

 町民税非課税世帯 

 要介護家族は無料 

 

 

医療機関への紹介状を本人に渡

し、丹後中央病院受診者のみ無

料。その他の医療機関は保険払い 

 

 

 

 前立腺がん検診 

 

 

集団 

 

 

血液検査(ＰＳＡ) 

 

 

 

予防医学センター 

 

同左 

 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関への紹介状を渡し、同意

書に署名し医療機関受診 

 

前立腺がん検診 

 

 

主に集団 

追加健診は個別で実施 

 

血液検査(ＰＳＡ) 

 

 

 

集団：予防医学センター 

 

 

同左 

 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

 

事後指導時、紹介状・同意書を渡

し，受診勧奨 

費用自己負担 

 

 

 

 

 

前立腺がん検診 

 

 

集団 

 

 

血液検査(ＰＳＡ) 

 

 

 

京都府予防医学センター 

 

 

同左 

 

 

５００円 

 

町民税非課税世帯、７０歳以上は

無料 

 

 

 

 

精検医療機関へ依頼状持参、 

医療保険で受診 

 

 

 

①前立腺がん検診 

②人間ドック 

 

①個別 

②集団 

 

①血液検査（ＰＳＡ）、エコー、

問診、視触診 

②血液検査（ＰＳＡ） 

 

①弥栄病院    

②予防医学センター 

         

同左 

 

 

①無料 

②人間ドックの場合はドック全

体として２，０００円の個人負

担有り。 

 

 

 

 

①エコーフイルム、カルテの写し

を渡し精検受診勧奨。保険診療

にて精密検診 

②医療機関への紹介状を本人に

渡し、保険診療にて精密検査 

 

前立腺がん検診 

 

 

集団 

 

 

血液検査(ＰＳＡ) 

 

 

 

予防医学センター 

 

 

同左 

 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

 

検診結果、依頼書、精検結果書 

返信封筒を渡し、受診勧奨 

 

根拠条例・要綱・規則等 老人保健法 

峰山町健康診査事業一部負担金

徴収要綱 

 同左 同左 同左 同左 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査      

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

     総合検診に統一する方向で調整する。 

 

       検査内容は血液検査(ＰＳＡ)とする。 

 

       対象者は、５５歳以上の男性とする。 

 

       自己負担金は徴収しない方向で調整する。 

 

       要精検者は、各自医療保険で受診する方向で調整する。 

 

 

      

 

 ８ 前立腺がん検診 

 

    検診の実施方法について相違がある。 

 

集団検診    峰山町、大宮町、網野町、丹後町、久美浜町 

  

      個別検診    弥栄町(病院検診) 

 

    

 

 

    対象者 

 

      各町同一である。 

 

 

    

 

     自己負担金について 

 

       峰山町、丹後町で徴収している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    要精検者の扱いについて 

    

     各町とも医療機関への受診を勧奨している。 

 

     峰山町の国保加入者のみ、中央病院での受診を無料としている。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査    分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

９ 肝炎ウイルス検診 

 

  実施方法 

（個別・集団） 

 

委託医療機関 

   

 

 

対象者 

 

 

 

負担金 

 

 

 

 

精検者の扱い 

 

肝炎ウイルス検診 

 

集団 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

４０歳以上の住民で今までに肝

炎ウイルス検査を受けた人を除

き希望者 

 

無料 

 

 

 

 

郵送により通知 

 

 

 

肝炎ウイルス検診 

 

集団 

 

 

予防医学センター 

 

 

同左 

 

 

 

無料 

 

 

 

 

検診結果、依頼書、精検結果書 

返信封筒を家庭訪問をして渡し、

受診勧奨 

 

 

肝炎ウイルス検診 

 

集団 

 

 

予防医学センター 

 

 

４０～６５歳 

７０歳の男女 

 

 

無料 

 

 

 

 

事後指導により医療保険で受診

勧奨 

 

肝炎ウイルス検診 

 

集団 

 

 

予防医学センター 

 

 

峰山町に同じ 

 

 

 

無料 

 

 

 

 

同左 

 

肝炎ウイルス検診 

 

集団 

 

 

予防医学センター 

 

 

同左 

 

 

 

無料 

人間ドックの場合はドック全体

として２，０００円の個人負担有

り。 

 

同左 

 

肝炎ウイルス検診 

 

集団 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

同左 

 

 

 

無料 

 

 

 

 

大宮町と同じ 

根拠条例・要綱・規則等 老人保健法 同左 同左 同左 同左 同左 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査      

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

    総合検診として実施する。 

 

      対象者は、峰山町の例により、統一する方向で調整する。 

 

      自己負担金は徴収しない方向で調整する。 

 

要精検者は、各自医療保険で受診する方向で調整する。 

 

       

 

 

 

 

 

 ９ 肝炎ウイルス検診 

  

    各町とも同様の検診を実施している。 

 

     対象者について、網野町のみ相違がある。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 

肝炎ウイルス検診 
 
Ｂ．C型肝炎ウイルスの保有について検査する。初回に「－」であれば、次回から検査不要。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査    分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１０ 結核検診 

 

  委託医療機関 

     

 

対象者 

 

 

 

 

精検委託医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フイルム保管委託 

 

結核検診 

 

予防医学センター 

 

 

１５歳以上で、職場・学校で受診

機会の無い者 

 

 

 

丹後中央病院 

  

精検にかかる委託検査料は、町負

担。 

 

 

 

 

 

 

有(予防医学センター) 

 

 

結核検診 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

１３年度は大宮診療所 

   

同左 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

結核検診 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

予防医学センター 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

結核検診 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

間人診療所 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

結核検診 

 

同左 

 

同左  

 

 

 

 

弥栄病院 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

無 

 

 

結核検診 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

久美浜病院 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

無 

 

根拠条例・要綱・規則等 結核予防法 同左 同左 同左 同左 同左 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査      

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

    総合検診に統一する方向で実施する。 

 

     現行のとおり、精密検査も実施する。 

 

     直接撮影と喀痰検査を実施する。 

 

     

 

 １０ 結核検診 

 

    各町とも実施している。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査    分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１１ 肺がん検診 

 

  委託医療機関 

   

 

対象者 

 

 

喀痰検査対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

喀痰容器回収方法 

 

 

回収場所 

 

自己負担金 

 

 

 

 

 

 

精検者の取扱い 

 

精検の通知方法 

肺がん検診 

 

(社)京都府医師会 

  

 

４０歳以上 

 

 

①５０歳以上で喫煙指数が６０

０以上の者 

②４０～４９歳で喫煙指数が６

００以上かつ咳が毎日のよう

に続いて出る者 

③たんが毎日のように続いて出

る者 

④血たんが最近 1 年以内に出た

ことがある者 

 

健診会場で容器を渡し、３日間採

取後保健福祉課に持参 

 

保健福祉課 

 

４００円 

(無料対象者) 

国民健康保険加入者 

 ５０歳・７０歳以上 

 町民税非課税世帯 

 要介護家族は無料 

 

医療保険で受診 

 

検診結果、依頼書、精検結果書 

返信封筒（京都府医師会宛）を家

庭訪問して渡し、受診勧奨 

肺がん検診 

 

同左 

 

 

結核検診受診者のうち4０歳以上

の住民 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

保健センター 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

肺がん検診 

 

同左 

  

 

４０歳以上 

 

 

①５０歳以上で喫煙指数６００

以上の人 

②半年以内に血痰の出た人 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

健康福祉課 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

肺がん検診 

 

同左 

 

 

４０歳以上 

 

 

峰山町に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

ＪＡ宇川支店又は保健センター 

 

喀痰検査者は容器代５００円 

町民税非課税世帯、７０歳以上は

無料 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

肺がん検診 

 

同左 

  

  

４０歳以上 

 

 

網野町と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

健康福祉課・野間集落センター 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

肺がん検診 

 

同左 

 

 

４０歳以上 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

保健センター 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

根拠条例・要綱・規則等 老人保健法 

峰山町健康診査事業一部負担金

徴収要綱 

老人保健法 同左 同左 同左 同左 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査      

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

    総合検診として実施する。 

 

      喀痰検査対象者は、峰山町の例により、統一する。 

 

      回収は、各保健センターにて行う方向で調整する。 

 

      自己負担金は徴収しない方向で調整する。 

 

      要精検者は、各自医療保険で受診する方向で調整する。 

 

  

  １１ 肺がん検診 

 

     各町とも、同様の検診を実施している。  

 

 

 

喀痰検査の対象者について、相違がある。 

 

 

     自己負担金について 

 

       峰山町と丹後町が徴収している。 

 

      

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査    分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１２ 腹部超音波検診 

 

 

委託医療機関 

    

 

 

対象者 

 

 

負担金 

 

 

 

結果の通知方法 

 

腹部超音波検診 

 

 

予防医学センター 

 

 

 

検診結果、要注意者 

 

 

無料 

 

 

 

個別通知 

 

実施なし 

 

実施なし 

 

 

腹部超音波検診 

 

 

予防医学センター 

基本検診結果より必要と認めた

人 

 

無料 

 

 

個別通知 

 

 

実施なし 

 

実施なし 

根拠条例・要綱・規則等       
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 成老人保健   (１)健康診査      

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

     総合検診として実施する。 

 

       対象者は、節目検診とするなど、検討する。 

 

       自己負担金は徴収しない方向で調整する。 

 

      

 

 

   １２ 腹部超音波検診 

 

      町により、実施の有無がある。 

 

        峰山町、丹後町で実施している。 

 

        ただし、人間ドックを実施している町は、当検診は実施メニューとなっている。 

       

  

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ４ 健康づくり    分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 健康づくり推進協

議会(組織名) 

 

委員数 

 

委員構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任期 

  

開催回数 

 

報酬 

 

設置趣旨・活動内 

容  

 

 

峰山町健康づくり推進協議会 

 

 

１５人 

 

学識経験者及び住民組織の中か

ら町長が委嘱 

 

会長 町長 

峰山町国保運営協議会 

峰山地区区長会(３人) 

峰山町区長協議会(２人) 

峰山町婦人会連絡協議会 

峰山町老人クラブ連絡協議会 

峰山町食生活改善推進員 

京都府峰山保健所 

医師会峰山班 

歯科医師会 

峰山町社会福祉協議会 

学校保健会 

峰山町体育指導員会 

ＪＡ 京都丹後生活指導員 

峰山町消費生活学習ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 

２年 

 

Ｈ１０年以後、開催していない 

 

６，０００円 

 

町民の健康づくり事業の総合的、

効果的な推進。 

任期 2 年の地域協力委員の規定

あり。 

 

 

大宮町健康づくり推進協議会 

 

 

１２人 

 

町内の公共的団体等の役職員 

京都府峰山保健所長 

知識経験を有する者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年 

 

要綱設置はあるが、平成４年度 

頃より定例化しなくなり、現在は

委員の委嘱等実施していない。 

 

（審議事項） 

①健康づくり事業の企画推進に

関する事。 

②健康づくり推進組織育成に関

する事。 

 

網野町健康と福祉の町づくり推

進協議会 

 

１６人 

 

北丹医師会長 

北丹医師会網野班長 

網野歯科医師会代表 

丹後ふるさと病院長 

網野薬剤師会代表 

知的障害者授産施設長 

丹後園副園長 

丹後視力障害者福祉センター長 

網野社会福祉協議会長 

網野民生児童委員協議会長 

網野町身体障害者更生会長 

網野町生涯学習センター長 

網野町食生活改善推進協議会長 

網野町老人クラブ連盟会長 

網野町区長連絡協議会長 

網野連合婦人部部長 

 

 

 

２年 

 

１～２回 

 

６，０００円

 

（研究・審議事項） 

①健康づくり 

企画推進及び組織育成 

②高齢者及び障害者の福祉 

企画推進及、組織育成及びネ

ットワークづくり 

③その他健康と福祉の向上に必

要なこと 

丹後町健康づくり推進協議会 

 

 

１５人 

 

学識経験者を有する者及び住民

組織の中から町長が委嘱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年 

 

平成６年以降は開催（委嘱）して

いない 

６，０００円

 

（研究・審議事項） 

①健康づくり事業の企画及び事

業推進 

②健康づくり推進組織の育成 

 

 

弥栄町健康づくり推進協議会 

 

 

若干名 

 

関係行政機関、医療機関、関係団

体及び学識経験者等のうち町長

が任命した若干名。 

会長は町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年 

 

必要と認められる状況になれば

開催。 

３,０００円

 

 

健康づくりのための方策の総合

的審議 

久美浜町健康づくり推進協議会 

 

 

１０人 

 

町議会文厚委員長 

老人会代表 

区長会代表 

食生活改善推進員協議会会長 

公民館代表 

その他、学識経験を有する人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年 

 

５回 

 

 ６，１００円 

 

（町長の諮問に対する審議答申） 

①健康づくり事業の企画、推進 

②健康づくり組織の育成 

③その他（先進地視察等） 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町健康づくり推進事業に関

する規則 

大宮町健康づくり推進協議会 

設置要綱 

網野町健康と福祉の町づくり推

進協議会条例 

丹後町健康づくり推進協議会設

置条例 

弥栄町健康づくり推進事業実施

規則 

久美浜町健康づくり推進協議会 

条例 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ４ 健康づくり      

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   新市において、保健福祉に関する事業の審議を行う機関を設置する方向で調整する。 

 

 

  １ 健康づくり推進協議会 

 

     各町とも同様の組織を設置している。 

 

    委員数  ６町合計  ６８人＋若干名 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  参考 

 

  国の指導により設置 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ４ 健康づくり    分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

２ 食生活善推進協議

会  

 

会 員 数 ( 平 成

14.4.1現在) 

 

活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金 

 

 

 

 

会員養成（直近の

もの） 

 

 

 

事務局 

  

 

  その他 

 

峰山町食生活改善推進協議会 

 

 

６４人 

 

①町保健事業（離乳食・健幸サロ

ン等）の協力 

②地域高齢者料理教室 

③各地区における普及活動 

④町イベントに参加 

 

 

 

 

 

 

委託料として ２００,０００円

（１０回実施） 

 

 

 

平成１３年度実施 

  

修了者 ３０人 

 

 

町保健福祉課 

 

 

 

町事業（例：離乳食教室）に協力

した場合は、１人１回３，０００

円支払い。 

 

大宮町食生活改善推進員協議会 

 

 

９７人 

 

①町保健事業（離乳食・病態別教

室等）との連携 

②社協事業（おじいちゃんの料理

教室）との連携 

③町内各地区のおける地元 

公民館活動との連携 

 ○食改協単独事業 

④町のイベントに参加 

 

 

 

補助金   １５０，０００円

 

 

 

 

平成１２年度に食改協会員養成

事業を取り組む 

修了者    ４２人 

 

 

食改協の事務局は、本部役員が担

当。但し、事務的な援助を保健医

療課、保健センター職員が担当 

 

町事業協力謝礼 

1人１回3,000円～5,000円 

各地区活動費  

合計 200,000円 

別に、材料代を負担。 

 

網野町食生活改善推進協議会 

 

 

６８人 

 

①町との連携活動 

②自主的普及活動 

③他団体との連携普及活動 

④保健所との普及活動 

⑤研修 

⑥広報活動 

 

 

 

 

 

材料費   ２５０，０００円 

 

 

 

 

平成９年度 

 

 

 

 

健康福祉課（管理栄養士） 

 

 

 

謝礼 1回３，０００円 

 

 

丹後町食生活改善推進協議会 

 

 

８０人 

 

①町の保健事業・・母子、成老人

事業及び地区一般住民に試食

づくりに協力 

②町イベント時に食生活改善メ

ニューの展示、試食提供 

③社会福祉協議会のボランティ

アとして、高齢者に対する事業

への協力 

④食生活改善推進協議会独自に

地域の中で食生活改善の普及 

 

補助金   ２００，０００円 

補助金の他に町保健事業協力時

に謝礼を支出 

3,200円／1人／1回（半日） 

 

昭和６１年度  ３３人 

平成７年度   ４２人 

 

 

 

保健福祉課（保健センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

弥栄町食生活改善推進員協議会 

 

 

５６人 

 

①母子成老人保健事業におけ協

力 

②地区における伝達講習等地区

活動 

③健康づくりの集い展示・試食の

提供他   

 

 

 

 

 

補助金     ５０,０００円

助成金（社協） １０，０００円

町事業協力費  ８９，９００円

報償費 １回   ３，０００円

 

平成１３年度実施  

修了者１５人 

 

 

 

健康福祉課（栄養士） 

 

久美浜町食生活改善推進協議会 

 

 

９０人 

 

①町との連携活動 

②自主的普及活動 

③他団体との連携普及活動 

④保健所との普及活動 

⑤研修 

⑥町のイベントに参加 

 

 

 

 

 

補助金    １３５，０００円 

補助金とは別に町事業謝礼とし

て１人１回（半日）３，０５０円 

協議会へ 

 

平成１１年度  ４４人 

 

 

 

 

保健福祉課（管理栄養士） 

 

 

 

活動に伴う材料費負担 

例 伝達講習（峰保→各町） 

根拠条例・要綱・規則等       
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ４ 健康づくり      

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

    新市に移行後も、引き続き食生活改善推進協議会の活動を支援する。 

 

      

 

  ２ 食生活改善推進協議会 

 

    各町とも同様の事業を実施している。 

 

     活動内容は、町により相違がある。 

 

     町の事業との関係に、各町とも相違がある。 

 

 

   会員数  ６町合計   ４５５人 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (１)定期予防接種等 分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 麻しん 

 

  実施方法 

 

  委託医療機関 

  （14年度） 

 

 

 

 

 

 

実施月 

 

 

 

期間 

 

対象月齢 

 

 

実績 

（13年度） 

 

 

 

 

 

 

個別接種 

 

町内4医療機関 

中江医院 

新谷医院 

高田医院 

伊達診療所 

 

 

 

９月、２月 

 

 

 

各１ヶ月間 

 

１２ヶ月～９０ケ月 

 

 

１４４人 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

町内３医療機関 

国保大宮診療所 

谷口医院 

安井医院 

 

 

 

 

９月、３月 

 

 

 

２週間 

 

１４ヶ月～９０ヶ月 

 

 

１２０人 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

町内４医療機関 

上田医院 

山本医院 

宮地外科医院 

たちばな診療所 

 

 

 

７月 

９月～１０月 

２月 

 

２週間 

 

１２ヶ月～９０ヶ月 

 

 

１６４人 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

間人診療所 

宇川診療所 

 

 

 

 

 

 

９月、３月 

 

 

 

３週間 

 

１３ヶ月～９０ヶ月 

 

 

６３人 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

弥栄病院 

 

 

 

 

 

 

 

９月、３月 

各月半日２回実施 

 

 

時間を指定 

 

１３ヶ月～９０ヶ月 

 

 

   ６７人 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

久美浜病院 

原診療所 

 

 

 

 

 

 

７月～９月  

１月～３月 

 

 

同左 

 

１２ヶ月～９０ヶ月 

 

 

  ９２人 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則

等 

予防接種法 同左 同左 同左 同左 同左 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５  保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (１)定期予防接種等 分科会名 保健分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

 

   現行のまま、新市に継承する。 

 

      

 

 

 １ 麻しん 

 

    法に定める予防接種のため、各町とも実施している。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参考  麻しん・・・はしかのことで、高熱、発疹が特徴ですが、予防接種を受ける事により気管支炎、脳炎、中

耳炎などの重篤な合併症によるダメージを防ぎます。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (１)定期予防接種等 分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

  

２ 風しん 

 

 実施方法 

 

 

 委託医療機関 

（14年度） 

 

 

 

 

実施月 

 

 

期間・回数 

 

対象月齢 

 

 

（従事者） 

 

 

 

 

 

実績 

（13年度） 

 

 

 

 

 

 

集団接種 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月、１２月 

 

 

２回 

 

１６ヶ月～９０ヶ月 

 

 

医師    ２人 

保健師   ２人 

事務    １人 

 

 

 

１５８人 

 

 

 

 

 

 

 

個別接種 

 

 

町内３医療機関 

国保大宮診療所 

谷口医院 

安井医院 

 

 

７月、１月 

 

 

２週間 

 

１８ヶ月～９０ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

８７人 

 

 

 

 

 

 

 

集団接種 

 

 

 

 

 

 

 

 

７、１２、２月 

経過措置：８月 

 

４回 

 

２４ヶ月～９０ヶ月 

 

 

保健師    ２人 

臨時事務   １人 

医師     １人 

臨時看護婦  １人 

 

 

１９６人 

 

 

 

 

 

 

 

 

集団接種（14年度より個別接種）

 

 

間人診療所 

宇川診療所 

 

 

 

 

５月、１１月 

 

 

３週間 

 

１９ヶ月～４０ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ６４人 

 

 

 

 

 

 

 

集団接種 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月、３月 

 

 

２回 

 

２０ヶ月～９０ヶ月 

 

 

小児科医   １人 

保健師    １人 

事務     １人 

 

 

 

    ８１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別接種 

 

 

久美浜病院 

原診療所 

 

 

 

 

６月～８月  

１２月～２月 

 

 

 

２４ヶ月～９０ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

   １０１人 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 予防接種法 同左 同左 同左 同左 同左 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５  保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (１)定期予防接種等 分科会名 保健分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

 

            

   一元化に調整の上、新市に移行する。 

 

     実施方法は、個別接種の方向で調整する。 

 

      

 

 

 

  ２ 風しん 

 

    法に定める予防接種であり、各町とも実施している。 

 

    実施方法については、各町により異なる。 

 

      個別接種      大宮町、丹後町、久美浜町 

 

      集団接種      峰山町、網野町、弥栄町 

 

 

    参考 

      個別接種方法   委託料・・・高い   かかりつけ医・・・対象者の健康状態が把握できる。 

 

      集団接種方法   委託料・・・安い   そのときの問診で判断して実施する。      

 

 

      

    

 

 

 

 

 

   参考  風しん・・・「三日ばしか」のことで、発熱、発疹などが特徴であり、年長になってからは症状が重く

なります。特に妊婦の罹患は催奇性の危険があります。麻しんと同じく予防接種により抗

体を作ることが目的です。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (１)定期予防接種等 分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

  

３ インフルエンザ 

実施方法 

  

委託医療機関 

 

 

実施期間 

 

 

対象年齢 

 

 

 

実績   対象者 

（13年度）接種者 

     接種率 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別接種 

 

北丹医師会に加入する丹後６町

内の医療機関 

 

１０月２１日～１２月２０日 

 

 

①満６５歳以上の町民 

②６０歳から６４歳以下で法に

定めた条件に該当する町民 

 

３，３４２人 

１，１１１人 

３３.３％ 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

２，４７０人 

１，０２３人 

     ４１．４％ 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

３，９１１人 

１，２７２人 

 ３２．５％ 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

２，１４５人 

５２５人 

２４．５％ 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

１，６２５人 

８３６人 

５１．４％ 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

３，７０２人 

１，０６３人 

２８．７％  

 

 

根拠条例・要綱・規則等 予防接種法 

峰山町予防接種事業補助金交付

要綱 

同左 

 

 

同左 同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

久美浜町インフルエンザ予防接

種助成金交付要綱 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５  保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (１)定期予防接種等 分科会名 保健分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

   

  

   現行のまま、新市に継承する。 

 

 

  ３ インフルエンザ 

 

    各町とも同一の事務を実施している。 

  

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (１)定期予防接種等 分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

４ ポリオ 

 （急性灰白髄炎） 

  実施方法 

 

 実施月 

（14年度） 

 

回数 

 

 

 

スタッフ 

 

 

 

 

 

対象月齢 

 ※接種回数 ２回 

   

 

実績 

（13年度） 

 

 

 

実施場所 

 

 

 

集団接種 

 

５月、１１月 

 

 

各２回 計４回 

 

 

 

医師   １～２人 

保健師  ２～３人 

事務職    １人 

 

 

 

４ヶ月～９０ヶ月 

２回目は６ヶ月後 

 

 

２９２人 

 

 

 

 

峰山町総合福祉センター「健幸

館」 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

医師     ２人 

保健師    ３人 

臨時准看護師 １人 

事務     １人 

 

 

同左 

同左 

 

 

２８６人 

 

 

 

 

大宮町保健福祉センター 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

各３回 計６回 

 

 

 

医師     １人 

保健師    ２人 

臨時看護師  １人 

事務     １人 

 

 

同左 

同左 

 

 

３８１人  

 

 

 

 

網野保健センター 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

各１回 計２回 

 

 

 

内科医師    １人 

保健師   ２～３人 

事務      １人 

 

 

 

同左 

同左 

 

 

１３０人 

 

 

 

 

丹後町保健センター 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

各２回 計４回 

 

 

 

小児科医  １人 

保健師   １人 

事務    １人 

 

 

 

同左 

２回目は1年後 

 

 

１３５人 

 

 

 

 

弥栄町保健福祉センター「ふれあ

い」 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

小児科医  １人 

保健師   ３人    

事務    １人 

 

 

 

５ヶ月～９０ヶ月 

２回目は６ヶ月後 

 

 

１８０人 

 

 

 

 

久美浜町保健センター 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 予防接種法 同左 同左 同左 同左 同左 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５  保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (１)定期予防接種等 分科会名 保健分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

      

 

        一元化に調整の上、新市に移行する。 

 

      対象年齢が低いので移動距離を短くする等、実施場所については配慮することとする。 

 

      対象年齢   １回目        ４ヶ月～９０ヶ月児 

     

             ２回目の実施間隔   ６ヶ月後とする。 

 

 

  ４ ポリオ 

 

     法に定める予防接種であり、各町とも実施している。 

 

      実施対象の年齢に相違がある。(法律で定める範囲内) 

   

           ２回目の設定の有無について相違がある。(一生に２回受けなければならない。) 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 

ポリオについて 
ポリオとは「小児麻痺」と呼ばれ、ウイルスにより感染します。30 年ほど前までは国内でも

流行を繰り返していましたが、現在ではこれら予防接種の効果により、発症例はありません。 
しかし、予防接種法により、定期の予防接種として市町村長が行う予防接種の一つに定められ

ており、生後３ヶ月から９０ヵ月までの間に実施することとされています。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (１)定期予防接種等 分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

５ ツベルクリン・ＢＣ

Ｇ(乳幼児) 

（乳幼児結核予防 

接種） 

実施方法 

 

 実施月 

（14年度） 

 

回数 

 

 

スタッフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象月齢 

 

実績 

（13年度） 

 

 

 

 

実施場所 

 

 

 

 

 

集団接種 

 

４月、９月 

 

 

各１回、計２回 

 

 

医師    １～２人 

保健師   ２～３人 

事務職     １人 

  

 

 

 

 

 

 

４ヶ月～４８ヶ月未満 

 

ツベルクリン １４１人 

ＢＣＧ    １３７人 

 

 

 

 

峰山町総合福祉センター「健幸

館」 

 

 

 

 

 

同左 

 

４月、１０月 

 

 

同左 

 

 

ツベルクリン 

 医師      １人 

 保健師  ２人～３人 

 事務      １人 

判定､ＢＣＧ（２班体制） 

 医師      ２人 

 保健師  ２人～３人 

 臨時准看護師  １人    

事務      １人 

 

同左 

 

ツベルクリン  １２７人 

ＢＣＧ     １２５人 

 

 

 

 

大宮町保健福祉センター 

 

 

 

 

 

同左 

 

６、１２、２月 

 

 

各1回 計３回 

 

 

医師      １人 

保健師     ２人 

臨時看護婦   １人 

事務      １人 

 

 

 

 

 

 

３ヶ月～４８ヶ月未満 

 

ツベルクリン  １３３人 

ＢＣＧ     １２９人 

 

 

 

 

網野保健センター 

 

 

 

 

 

同左 

 

７、１２月 

 

 

各１回 計２回 

 

 

内科医師   １人 

保健師  ２～３人 

事務     １人 

 

 

 

 

 

 

 

４ヶ月～４８ヶ月未満 

 

ツベルクリン   ５８人 

ＢＣＧ      ５５人 

 

 

    

 

丹後町保健センター 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

４月、９月 

 

 

各２回 計４回 

 

 

小児科医    １人 

保健師     １人 

事務      １人 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

ツベルクリン  ３６人 

ＢＣＧ     ３６人 

 

 

 

 

弥栄町保健福祉センター「ふれあ

い」 

 

 

 

 

 

同左  

 

９月・３月 

月・水・金で実施 

（半日×３日）×２回＝６回 

 

 

 

医師      １人 

保健師     ３人 

事務      １人 

 

 

 

 

 

 

 

５ヶ月～４８ヶ月未満 

 

ツベルクリン   ８９人 

ＢＣＧ      ８４人 

 

 

 

 

久美浜町保健センター 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 結核予防法 同左 同左 同左 同左 同左 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５  保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (１)定期予防接種等 分科会名 保健分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

 

    一元化に調整の上、新市に継承する。 

      

      実施時期、実施場所については、新市の予防接種事業の中で調整する。 

 

      対象月齢    ３ヶ月～４８ヶ月未満とする。 

 

 

 

 

 

 

 

  ５ ツベルクリン・ＢＣＧ（幼児期） 

 

     法に定める予防接種であり、各町とも実施している。 

     

     実施対象の月齢に相違がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  参考  ツベルクリン反応検査接種後、４８時間経過判定し、陰性者にＢＣＧを接種する。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (１)定期予防接種等 分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

６ 三種混合 

（三種混合予防接種） 

  実施方法  

 

 実施月 

（14年度） 

 

 

回数 

 

 

スタッフ 

 

 

 

 

 

対象月齢 

 

実績（延べ） 

（13年度） 

 

 

実施場所 

 

三種混合予防接種 

 

集団接種 

 

５月～８月 

１０月～１月 

 

 

各４回  計８回 

 

 

医師     ２人 

保健師  ２～３人 

事務職    １人 

 

 

 

１１ヶ月～９０ヶ月 

 

６００人 

 

 

 

峰山町総合福祉センター「健幸

館」 

 

同左 

 

同左 

 

６月～９月 

１２月～３月 

 

 

各５回  計１０回 

 

 

医師     ２人 

保健師    ３人 

臨時准看護師 １人 

事務     １人 

  

 

１０ヶ月～９０ヶ月 

 

５２１人 

 

 

 

大宮町保健福祉センター 

 

同左 

 

同左 

 

４～３月 

 

 

 

毎月1回  計１２回 

 

 

医師      1人 

保健師     ２人 

臨時事務    １人 

臨時医師    １人 

臨時看護婦   １人 

 

６ヶ月～９０ヶ月 

 

５９５人 

 

 

 

網野保健センター 

 

同左 

 

同左 

 

４月～ ６月 

９月～１０月 

 

 

各４回  計８回 

 

 

内科医師    １人 

保健師   ２～３人 

事務      １人 

 

 

 

７ヶ月～９０ヶ月 

 

２３５人 

 

 

 

丹後町保健センター 

 

同左 

 

同左 

 

４月～８月 

１０月～２月 

 

 

各５回  計１０回 

 

 

小児科医    １人 

保健師     １人 

事務      １人 

 

 

 

１０ヶ月～９０ヶ月 

 

２６６人 

 

 

 

弥栄町保健福祉センター「ふれあ

い」 

 

同左 

 

同左 

 

４月～１０月  

１月～ ３月 

 

 

各４回  計８回 

 

 

医師     １人 

保健師    ３人 

事務     １人 

 

 

 

５ヶ月～９０ヶ月 

 

３５０人 

 

 

 

久美浜町保健センター 

根拠条例・要綱・規則等 予防接種法 同左 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

同左 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５  保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (１)定期予防接種等 分科会名 保健分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

    

  

     一元化に調整の上、新市に継承する。 

      

       接種率の低下をきたさないため、当面、集団接種の方向で調整する。 

 

       対象月例     ３ヶ月～９０ヵ月とする。 

 

 

  ６ 三種混合 

 

     法に定める予防接種であり、各町とも実施している。 

  

       集団接種として実施している。 

 

       実施対象の月齢に相違がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

    参考 三種混合ワクチン  

 

  百日咳、破傷風、ジフテリアの混合ワクチンであり、いずれも生後３ヶ月～９０ヵ月の間に 

 

 接種することと定められている。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (１)定期予防接種等 分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

７ 二種混合 

   実施方法 

 

 実施月 

 

回数 

 

 

 

スタッフ 

 

 

 

 

 

対象月齢 

 

実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集団接種 

 

１１月 

 

４回 

 

 

 

医師     １人 

保健師    １人 

 

 

 

 

小学６年生 

 

１５５人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

９月 

 

２回 

 

 

 

医師     1～２人 

保健師    １～３人 

臨時准看護師   １人 

事務       １人 

 

 

同左 

 

１２２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

９月 

 

６回 

 

 

 

保健師     １人 

医師      １人 

臨時看護師   １人 

 

 

 

同左 

 

１６５人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

１０月 

 

２回 

 

 

 

内科医師   １人 

保健師  ２～３人 

事務     １人 

 

 

 

同左 

 

７９人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

１０月 

 

２回 

 

 

 

小児科医   １人 

保健師    １人 

事務     １人 

 

 

 

同左 

 

７４人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

同左 

 

５月（ツ反のとき実施） 

 

４回 

 

 

 

医師     １人 

保健師    ２人 

 

 

 

 

同左 

 

    １３０人 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 予防接種法 同左 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

同左 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５  保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (１)定期予防接種等 分科会名 保健分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

 

  現行のまま、新市に継承する。 

 

    接種率の低下をきたさないため、当面、集団接種の方向で調整する。 

 

 

 ７ 二種混合 

 

    法に定める予防接種であり、各町とも実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考  二種混合ワクチン  

 

  破傷風、ジフテリアの混合ワクチンであり、いずれも１１歳以上１３歳未満の間に 

 

 接種することと定められている。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (２) 予防接種健康被害調査対策委員会 分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

名称 

 

 

 

活動内容 

 

 

 

 

メンバー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

峰山町予防接種健康被害調査委

員会 

 

 

町主催で実施した予防接種の結

果、被害がでた場合、すみやかに

会議を開き、調査を行う。 

 

 

峰山町長 

北丹地区医師会代表者 

学識経験者（府医師会長の推挙で

知事推薦） 

峰山保健所長 

 

 

 

 

 

大宮町予防接種健康調査委員会 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

大宮町長  

北丹地区医師会代表者  

学識経験者（府医師会長の推挙で

知事推薦） 

峰山保健所長    

 

 

 

 

 

 

 

網野町予防接種健康被害調査委

員会 
 

 

同左 

 

 

 

 

網野町長 

北丹地区医師会代表  

学識経験者（府医師会長の推挙で

知事推薦） 

峰山保健所長    

     

 

 

 

 

丹後町予防接種健康被害調査委

員会 

 

 

同左 

 

 

 

 

丹後町長 

北丹地区医師会代表者 

京都府医師会長が学識経験者と

して推挙したものを知事が推薦

した者 

峰山保健所長 

 

 

 

 

 

弥栄町予防接種健康被害調査委

員会 

 

 

同左 

 

 

 

 

弥栄町長 

北丹地区医師会代表者 

学識経験者（府医師会長の推挙で

知事推薦） 

峰山保健所長 

弥栄病院長 

 

 

 

 

久美浜町予防接種健康被害調査 

委員会 

 

 

同左 

 

 

 

 

久美浜町長 

北丹地区医師会代表 

学識経験者（府医師会長の推挙で

知事推薦） 

峰山保健所長 

 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町予防接種健康被害調査 

委員会設置要綱 

大宮町予防接種健康被害調査 

委員会設置要綱 

網野町予防接種健康被害調査委

員会設置要綱 

丹後町予防接種健康被害調査委

員会設置要綱 

弥栄町予防接種健康被害調査委

員会設置要綱 

久美浜町予防接種健康被害調査 

委員会設置要綱 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５  保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (１)定期予防接種等 分科会名 保健分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

 

   一元化に調整の上、新市に移行する。 

 

     幼児への予防接種については、保健センターで実施する方向で調整する。 

 

     小中学生については、現行のまま各学校で実施する方向で調整する。 

 

 

  ８ 日本脳炎 

 

       法に定める予防接種であり、各町とも実施している。 

 

         

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１５ 保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (１)定期予防接種等 分科会名 保健分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

８ 日本脳炎 

 

   実施方法 

 

 実施月 

 

回数 

 

 

 

スタッフ 

 

 

 

 

 

対象月齢 

 

 

 

 

 

 

実績（13年度） 

 

 

 

 

 

日本脳炎予防接種 

 

集団接種 

 

５月～７月 

 

５回 

 

 

 

医師    １～２人 

保健師   ２～３人 

事務職     １人 

 

 

 

＜幼児＞３歳児２回接種、 

４歳児１回接種 

 

＜学校＞小学４年生 

    中学３年生 

 

 

６９０人 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

６月～７月 

 

６回 

 

 

 

２班体制 

医師     ２人 

 保健師    ３人 

 臨時准看護師 １人 

 事務     １人 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

３０９人 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

５月、６月 

 

１５回 

 

 

 

保健師   １～３人 

臨時事務    １人 

医師    １～２人 

臨時看護婦 １～２人 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

７６７人 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

５月、６月 

 

１１回 

 

 

 

内科医師   １人 

保健師  ２～３人 

事務     １人 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

        

 

    ３７１人 

 

  

 

同左 

 

同左 

 

６月、７月 

 

１０回 

 

 

 

小児科医   １人 

保健師    １人 

事務     １人 

 

 

 

同左 

  

 

小学校４年生 

中学校２年生 

 

 

３５１人 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

６月 

 

８回 

 

 

 

医師     １人 

保健師    ３人 

事務     １人 

  

 

 

同左 

 

 

小学４年  

中学３年  

 

 

５１９人 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 予防接種法 同左 同左 同左 同左 同左  
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１５  保健衛生の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ７ 予防接種  (２)予防接種健康被害調査対策委員会 分科会名 保健分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

   

 

     新市においては、新たに委員会を早期に設置する。 

 

 

  予防接種健康被害調査対策委員会 

 

    各町とも同一の事務を実施している。 

     

     

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 １ 民生福祉  （１６）その他民生安定事業    分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

４ くらしの資金貸付

事業 

  

事業主体 

（委託先） 

 

 

 委託先への事務費、

委託費等 

  

 

 

  事業内容 

   

 

   

 

 

  

 

 事業実施実績 

 

 

 

 

 

 滞納金の状況（１３

年度末） 

  

 

 

 

 債権額（貸付残高） 

 （13年度末） 

 

 

  

 

 

 

峰山町 

 

 

 

無 

 

 

 

 

疾病・失業等でくらしが不安定で

あるが、資金貸付により世帯の自

立更生が可能とみとめられる者。 

貸付期間は貸付日から２年以内

（据え置き期間は４ヶ月）。無利

子・無担保とし、貸付金の限度額

は１０万円まで。 

 

５件  

４５０，０００円 

 

 

 

 

２２件 

  １，３９５，０００円 

 

 

 

４４件 

２，４３５，０００円 

 

 

 

（福）大宮町社会福祉協議会 

 

 

 

くらしの資金取扱費として 

１５０，０００円（補助金）

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

９件  

９００，０００円

 

 

 

 

３１件   

２，１４６，０００円

 

 

 

 

３，８２１，０００円

 

 

 

（福）網野町社会福祉協議会  
 
 
 
委託費 平成１３年度 資金分 

１０,０００,０００円

事務費   ９７４,９００円

（償還金１割相当額）  
 
同左 
 
 
 
 
 
 
一般貸付け 
 １０万円×５０件 

 ５,０００,０００円  
特別貸付け 
 １０万円×５０件 

 ５,０００,０００円  
 
１４０件 

 １１,６７８,０００円  
 
 
 
２１２件 

２４,６７５,５００円  
 

 

 

 

（福）丹後町社会福祉協議会 

 

 

 

 

１６１,３００円

償還金の１割相当額 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

１９件  

     １，９００，０００円

 

 

 

 

２８件 

２，６８２，０００円

 

 

 

５８件 

  ４，０８７，０００円

 

 

 

 

 

（福）弥栄町社会福祉協議会 

 

 

 

委託料（事務費として） 

       ６０，０００円 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

８件 

８００，０００円

 

 

 

 

１５件 

８３６，０００円

 

 

 

１，７１６，０００円

 

 

 

（福）久美浜町社会福祉協議会 

 

 

 

委託料（事務費として） 

１２０，００００円 

 

 

 

同左 

年末、夏季の２回実施 

 

 

 

 

 

 

６件 

６００，０００円 

 

 

 

 

５件 

 

２４５，０００円 

 

 

１５件 

９７５，０００円 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町くらしの資金貸付事業運

営要綱 

  丹後町生活資金貸付事業実施要

綱 

 久美浜町くらしの資金貸付事業

運営要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 １ 民生福祉  （１６）その他民生安定事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調  整  結  果 

（案） 

 
  一元化に調整の上、新市に移行する。 
 
    実施主体・委託先について     

 
新市において直接実施する。 

 
    実施期間    通年とする。 
 
    貸付額     くらしの資金としては１００，０００円を限度とする。 
  
            不況対策分は別途新市において検討する。 
     
 
 
     

 

 

  ４ くらしの資金貸付事業 

    

実施主体、委託先について 

      峰山町                     町が実施主体となり、実施。 

 

      大宮町、網野町、丹後町、弥栄町、久美浜町    社会福祉協議会に委託 

 

 

   実施方法について 

      網野町、丹後町       町が委託料として社協へ貸付原資を預託し、償還分は町が収納。 

                    網野町は不況対策として特別融資枠１０万円分がある。 

     

      大宮町、弥栄町、久美浜町  町が一定額の原資を社協に預託し、その中で貸付、回収を行っている。 

                      

   貸付時期について        峰山町、丹後町は通年実施、他４町は、夏季、歳末のみ。 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

   参考 

      夏季、歳末貸付分の原資について、府補助あり（２／３） 

      行政が直接実施   府下で２１市町村 

  

 

 

  

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 2

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 １ 民生福祉  （１６）その他民生安定事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 通信・放送研究成

果展開事業 

 

 目的・概要 

 

 

 

 

 研究期間 

 

 実施事項 

 

 

 費用負担 

 

 

 担当課 

 

 

 広域コミュニティ

活動支援システム 
 
 
 
 
 福祉サービス提供

者連携システム 
 
 
 
 
 共同研究者 

 

 研究協力者 

 

無 

 

 

 

広域的な連携によって、福祉関

連情報の効率的な提供や相互利

用等を支援する技術に関する研

究 

 

平成12年度～16年度 

 

研究内容・システムの仕様検討、

運用、研究結果報告 

 

研究期間中のランニングコスト、

研究終了後の資産引き取り 

 

企画商工課（代表幹事） 

福祉課 

 
住民がボランティアしてほし

いこと・したいことをホームペー

ジに登録。ホームページを使っ

て、ボランティアのコーディネイ

トを行う 
 

 介護保険関連事業者のネット

ワーク。ケアマネージャとサービ

ス提供事業者での書類やり取り、

サービス提供状態確認など両者

間でのやり取りを電子化する。 
 
ＮＴＴ西日本京都支店 
 
（福）大宮町社会福祉協議会 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

情報システム課 

健康福祉課 

 
同左 
 
 
 
 
 
同左 
 
 
 
 
 
同左 
 
（福）網野町社会福祉協議会他 

 

無 

 

 

 

大宮町と同じ 

 

 

 

 

大宮町と同じ 

 

大宮町と同じ 

 

 

大宮町と同じ 

 

 

総務課 

健康福祉課 

 
大宮町と同じ 
 
 
 
 
 
大宮町と同じ 
 
 
 
 
 
大宮町と同じ 
 
（福）弥栄町社会福祉協議会 

 

無 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 １ 民生福祉  （１６）その他民生安定事業     分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調  整  結  果 

（案） 

 
  
 

 現行のまま、新市に継承する。 
 
      今後も活用する。 
     

 

 

 

 

  ２ 通信・放送研究成果展開事業 

  

     大宮町、網野町、弥栄町にて実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ 寝具等乾燥消毒サ

ービス事業 

(事業名) 

 

事業内容 

 

 

 

 

対象者 

 

 

利用料 

 

 

 

利用日 

 

 

委託先 

 

 

 

 

委託料(13年度) 

 

 

延べ利用件数(13 年

度)  

 

無 

 

無 

 

 

 

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 

 

 

訪問入浴中に寝具を乾燥し、ま

た、寝具を回収し業者に届け、洗

濯乾燥消毒後対象者宅へ届ける。

 

寝具の衛生管理が難しい寝たき

り高齢者等 

 

 

乾燥のみ１枚１００円 

洗濯乾燥消毒１枚２００円 

 

 

随時 

 

 

（医）三青園丹後ふるさと病院

（乾燥のみ） 

（福）丹後福祉会丹後園 

（洗濯乾燥消毒） 

 

０円

０件

 

※ 平成１３年度については実

績無し。 

 

同左 

 

 

乾燥・消毒 

 

 

 

概ね６５歳以上の高齢者世帯 

 

  

 

１枚２００円 

 

 

 

２ヶ月に１回以内 

 

 

（福）はしうど福祉会 

 （いちがお園） 

 

 

 

      ２５,２００円 

 

         １４件 

 

同左 

 

在宅の寝たきり高齢者等が使用

している寝具を洗濯、乾燥、消毒

するサービス 

 

 

在宅の寝たきり高齢者、心身障害

者   

単身・老夫婦世帯等で寝具の衛生

管理が困難な者 

サービス 種類 料金

掛布団

敷布団
200

洗濯 

サービス 肌布団

毛布 
100

掛布団

敷布団
150

乾燥 

サービス 肌布団

毛布 
80 

    （１枚当り）

平日 午前９時～午後４時 

（福）弥栄町社会福祉協議会 

０円 

０件 

委託料 

洗濯サービス 掛（敷）布団１枚

       ２，０００円 

       毛布１枚 

       １，０００円 

乾燥サービス 掛（敷）布団１枚

       １，５００円 

       毛布１枚 

         ８００円 

 

 

無 

根拠条例・要綱・規則等   網野町高齢者等生活支援事業要

綱 

丹後町高齢者介護予防・生活支援

事業実施要綱 

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調  整  結  果 

（案） 

 
 
 
 
  一元化に調整の上、新市に移行する。 
 
   現事業者により、全市に拡大する。 
 
   委託先は現行のままとする。 
 
   
 

 

 

 

   ３ 寝具等乾燥消毒サービス事業 

 

     網野町、丹後町、弥栄町の３町が実施している。 

     

       ただし、丹後町は、乾燥・消毒のみ実施している。 

 

       対象者が異なる。 

 

       利用料が異なる。 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

４ 軽度生活援助事業 

  

 

対象者 

   

 

 

 

サービス内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用料 

 

 

委託先 

 

 

 

 

委託料(13年度) 

 

 

延べ利用件数(13 年

度)  

 

軽度生活援助事業 

 

おおむね65 歳以上の高齢者で、

一人暮らし世帯、高齢者のみ世帯

及びこれに準ずる世帯に属する

者。 
 
軽易な日常生活上の援助を行う

ことにより、自立した生活の継続

を可能にするとともに、要介護状

態の進行を防止する。 
・食事、食材等の確保 

・居室内の整理整頓及び掃除 

・寝具類などの洗濯 

・居宅の手入れ及び軽微な修繕 

・雪下ろし等の除雪 
１時間につき２００円の範囲内 
 
 
丹後中央シルバー人材センター、 
(福)みねやま福祉会 

(はごろも苑) 
 
 

６９９，０２０円 
 
 

１２５件 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

１時間    ２００円 

１時間超、30分毎100円加算 

 

（福）大宮町社会福祉協議会 

 

 

 

 

      ５４５，０００円 

        

 

          １４３件 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

１時間    ８０円 

 

 

（福）網野町社会福祉協議会 

 

  

 

 

５９１,４２９円

 

 

３１８件

 

 

 

 

同左 

 

ね 同左 

 

 

 

同左  

 

 

 

 

 

 

 

 

１時間     ２００円 

１時間超、30分毎100円加算

 

（福）はしうど福祉会 

 （いちがお園） 

 

 

 

 １２,０００円 

 

 

 ８件

 

生活支援ヘルパー等派遣事業 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

①家事支援サービス 200円／１

時間  

 １時間超、30分毎100円加算

②生活環境改善支援サービス

①と同じ。ただし、１回当りの

総負担額3,000円／１回（年４

回まで） 

③介護支援・相談・助言サービス

無料 

 但しヘルパー派遣の身体介護

的業務につき介護保険給付に

準ずる 

 

・（福）弥栄町社会福祉協議会 

・竹野郡シルバー人材センター 

・適切な事業運営ができると認め

られる事業者 

委託料  ９１７，０００円 

利用者      ２９９人 

 

生活支援ヘルパー派遣事業 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

１時間当たり  ２００円 

 生活保護世帯   無料 

 

丹後中央シルバー人材センター 

 

 

 

 

３７３，４３１円 

 

 

      ３００件 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町高齢者介護予防・生活支援

サービス事業実施要綱 

大宮町軽度生活援助事業実施要

綱 

網野町高齢者等生活支援事業要

綱 

丹後町高齢者介護予防・生活支援

事業実施要綱 

生活支援ヘルパー等派遣事業

実施要綱 

久美浜町介護予防及び生活支援

対策事業実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調  整  結  果 

（案） 

 
 
 一元化に調整の上、新市に移行する。  
  
    新市においても引き続き事業を実施し、介護予防事業としての充実を図る。 
   
    利用料金は弥栄町の例により統一する。    
 
    委託先は合併後、一定期間は原則として現行のままとする。 
 

 

 

 

  ４ 軽度生活援助事業 

 

    各町とも事業を実施している。 

 

     利用料金が異なる。 

 

     委託先が異なる。 

 

 

 

    利用料計   ３，１３７，８８０円 

    利用件数       １，１９３件 

     

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

同左 

 

介護家族の介護技術講習、及び介

護者の交流 

 

 

（対象者） 

介護家族及び支援者(ボランティ

ア) 

（利用料） 

無料 

（開催頻度） 

    １回／年 

（実施主体） 

 社会福祉協議会に委託 

（委託料） 

    ２００,０００円 

 

１１ 家族介護教室 

(事業名) 

 

事業内容 

 

 

 

 

 

 

対象者 

 

 

 

 

利用料 

 

 

開催頻度 

 

 

実施主体（町・委託

先） 

 

事業費 

（委託料） 

 

延べ参加者数(13 年

度) 

 
家族介護教室事業 
 

在宅で高齢者を介護している家

族（近隣の援助者含む。）に対し、

介護相談、介護方法・介護予防の

知識・技術の習得、介護者の健

康・生きがいづくり教室を開催す

る。 

 

町内に住所を有する者であって、

在宅で高齢者を介護している者

又は近隣の援助者。 

 

 

教材費等必要に応じて徴収 

 

 

９回 

 

 

（福）みねやま福祉会 

 

 

３００，０００円 

 

 

１１８人 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

１３年度については、未実施 

 

 

 

 

同左 

 

講演会や講習会等により、介護方

法や正しい知識の普及を図る。 

 

 

 

 

 

高齢者を介護している家族等 

 

 

 

 

テキスト代等実費 

 

 

年４回 

 

 

町 

 

１１７,１４４円

（委託料 ０円）

 

１１０人 

 

（事業名） 

痴呆老人の介護家族に対する介

護講習、及び介護者交流 

（対象者） 

痴呆老人の介護家族 

（利用料） 

   無料 

 

（開催頻度） 

   ４回／年 

（実施主体） 

直 営 

（事業費） 

   ４０,０００円 

延べ参加者数(13年度)  

   ４１人 

 

介護者教室 

 

介護家族の介護技術講習、及び介

護者の交流 

 

 

 

 

 

要介護１～５の方を在宅で介護

している介護者 

 

 

 

教材費等自己負担 

 

 

年２回 

 

 

町  在宅介護支援センター 

 

 

無 

 

 

４４人 

 

 

家族介護教室 

 

要介護高齢者等の介護方法や介

護者の健康づくり等についての

知識や技術を習得するための介

護者教室を開催する。 

 

 

 

要介護高齢者を介護している家

族等 

 

 

 

教材費等自己負担 

 

 

年２回程度 

  

 

町 

 

 

       ８９，６１０円 

 

 

７０人 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町家族介護支援事業実施事

業 

  丹後町家族介護支援特別事業実

施要綱 

弥栄町家族介護支援事業実施要

綱 

久美浜町家族介護支援事業実施

要綱 

 



 5

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調  整  結  果 

（案） 

 
 
  
  新市に移行後、調整する。 
   
    新市において各種高齢者福祉事業の中で、調整する。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  １１ 家族介護教室 

 

      各町により実施の有無、実施状況に相違がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１２ 介護用品の支給 

(事業名) 

 

 

助成方式 

 

 

対象者及び助成金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象品目 

 

 

 

 

委託先又は協力事業 

所  

 

 

 

 

事業費 

 

 

 

13年度実績 

(対象者数）  

 

家族介護用品助成金 

 

 

償還払い、（平成１４ 年４月から

クーポン券） 

 

要介護４又は５と判定された者、

町民税非課税世帯の者。 

年額７５，０００円以内 

（国基準） 

 

 

 

 

 

 

 

紙おむつ、尿取りパット、使い捨

て手袋、清拭剤、ドライシャンプ

ー、その他町長が必要と認めた用

品（国基準） 

 

①広瀬薬局、②ミドリ薬局、③㈱ 

石坪峰山オフィス、④くすりのヒ

ライ峰山店、⑤マルカ薬局、⑥エ

ール峰山店、⑦ジュンテンドー 

マイン峰山店 

 

６４８，４８７円 

 

 

 

 

１４人 

 

大宮町家族介護用品購入費補助

事業 

 

 Ｈ１３までは償還払い。 

 Ｈ１４から現物支給 

  

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 Ｈ１４から 

①（福）大宮町社会福祉協議会・

おおみや苑 

 

 

 

 ８４，８９２円 

 

 

 

 

６人 

 

 

網野町家族介護用品支給事業 

 

 

介護用品券交付（クーポン方式）

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

①井十郎商店、②ゴダイドラッグ

③柴田薬局、④田中薬局、⑤丹後

園、⑥ふるさと病院、⑦にしがき

網野店、⑧松庄、⑨めがねのアイ

網野店 

 

６０８,３５０円

 

 

 

２０人 

 

介護用品の支給助成 

 

 

クーポン券方式 

 

 

要介護３程度以上の者の介護者 

 国基準の者 

７５,０００円以内／年 

 その他の者 

 ３８,４００円以内／年 

（該当要件 月単位） 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

①（福）はしうど福祉会（いちが

お園）  

②宇川診療所 

 

 

 

 ２,６１１,７３１円

国基準   ４８２,９８４円 

町単費 ２,１２７,８２７円 

 

 

   ８７人 

国基準   １４人 

町単費   ７３人 

 

介護用品等支給事業 

 

 

現物支給 

 

 

Ⅰ類要介護者（町民税非課税世帯

に属し要介護４・５の在宅の方）

  ７５，０００円／年 

Ⅱ類要介護者（要介護３・４・５

の者で本人・親・兄弟・配偶者・

子・子の配偶者の世帯全員が前年

度所得税非課税であって、かつ当

該年度町民税が非課税または均

等割のみ課税の在宅の者） 

  ３７，５００円／年 

 

同左   

 

 

 

 

①株式会社 石坪 

②有限会社 平和堂 

③安達薬局 

 

 

 

５８９，０００円

 

  Ⅰ類   ３２３，０００円

  Ⅱ類   ２７５，０００円

 

        ５７人  

Ⅰ類（国基準） ２２人 

Ⅱ類（町単費） ３５人 

 

介護用品支給事業 

 

 

委託による現物給付 

 

 

峰山町と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

①(福)久美浜町社会福祉協議会 

②ゴダイ 

 

 

 

 

８６６，５０５円 

委託料    ２５１,７８６円 

扶助費(年度途中まで) 

             ６１４,７１９円 

 

           １８人 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町家族介護支援事業実施事

業 

大宮町家族介護用品支給事業実

施要綱 

網野町家族介護用品支給事業実

施要綱 

丹後町家族介護支援特別事業実

施要綱 

弥栄町介護用品等支給事業実施

要綱 

久美浜町家族介護支援事業実施

要綱 

 



 6

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調  整  結  果 

（案） 

 
  一元化に調整の上、新市に移行する。 
 
   助成方式はクーポン券方式に統一する。 
 
   対象者及び助成額は、国基準とし、低所得者についても配慮する。 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

  １２ 介護用品の支給 

 

     各町とも同様の事務を行っている。 

 

     実施内容に相違がある。 

  

      助成方式    峰山町、網野町、丹後町・・・・・クーポン券方式 

              大宮町、弥栄町、久美浜町・・・・現物給付方式 

 

      対象者及び   峰山町、大宮町、網野町、久美浜町・・・国基準   (年額７５，０００円以内） 

      助成額     丹後町、弥栄町・・・・・・・・・・・・要介護度３以上  ７５，０００円 

              （丹後町）              その他の者    ３８，４００円 

              （弥栄町）              その他の者    ３７，５００円 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１３ 家族介護者交流

事業 

(事業名) 

 

事業内容 

 

 

 

 

 

対象者 

 

 

 

 

自己負担金 

 

 

開催頻度（年間） 

 

 

実施主体（町・委託

先） 

 

事業費 

（委託料） 

 

 

延べ参加者数(13 年

度) 

 

家族介護者交流事業 

 

 

介護者の心身の元気回復を図る

ため、宿泊、日帰り旅行、施設見

学などにより介護者相互の交流

会を開催する。 

 

 

在宅で高齢者を常時介護してい

る方 

 

 

 

必要に応じ負担あり 

 

 

１回 

 

 

      町 

 

 

７，５３１円 

 

 

 

１０人 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

１３年度は未実施 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

基本的に要介護１以上の要介護

高齢者を介護している家族 

 

 

 

同左 

 

 

４回 

 

 

      町 

 

 

   ８６,６０９円 

８０人 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 介護家族 

 

 

 

 

同左 

 

 

 １回 

 

 

（福）丹後町社会福祉協議会 

 

 

  ２４３,０００円 

      

 

 

４９人 

 

家族介護者リフレッシュ等事業 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

高齢者を在宅で介護している家

族介護者（要介護１～５の人） 

  

 

 

同左 

 

  

２回 

 

 

      町 

 

 

  １７６，０００円 

 

 

 

４２人 

 

 

 

 

峰山町と同じ 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

要介護４又は５と認定された重

度要介護高齢者を在宅において

介護している家族。 

 

 

同左 

 

  

     ２回 

 

 

      町 

 

 

 １５６，９３１円 

 

 

 

     ２８人 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町家族介護支援事業実施事

業 

大宮町家族介護支援事業実施要

綱 

 丹後町家族介護支援特別事業実

施要綱 

弥栄町家族介護支援事業実施要

綱 

久美浜町家族介護支援事業実施

要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調  整  結  果 

（案）  

 
  一元化に調整の上、新市に移行する。 
 
     新市において各種高齢者福祉事業の中で、調整する。 
 
 

  

 

 

 

  １３ 家族介護者交流事業 

 

      町により、実施の有無、内容に相違がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

いきいき大学 

 

高齢者の生涯学習として、文化・

教養・スポ－ツ・健康づくり等

様々な分野で講演会開催 

 

６５歳以上の者 

 

 

町 

 

 

１，０７７，０００円

 

 

５２０人 

 

１６ 生きがい健康づ

くり事業  ① 

 

事業内容 

 

 

 

対象者 

 

 

実施主体（町・委託

先） 

 

事業費 

（委託料） 

 

延べ参加者数(13 年

度)  

 

 

総合健康指導事業（高齢者大学） 

 

高齢者健康促進を目的に施設や

お寺等を巡る 

 

 

６０歳以上の高齢者 

 

 

教育委員会主催、保健福祉課（国

保係が共催） 

 

３１３，２００円（保健福祉課分） 

 

 

１，１８７人 

 

 

 

陶芸教室他 

 

 

 

６５歳以上高齢者 

 

 

町＋町老連補助 

 

 

４４４，０００円 

 

 

２５６人 

 

高齢者大学として別途教育委員

会で実施 

 

 

 

 

老人大学の開催により高齢者の

生きがいづくり・社会参加の

促進 

 

高齢者 

 

 

（福）丹後町社会福祉協議会 

 

 

 ６００,０００円

 

 

９１３人 

 

 

老人研修 

 

健康づくりと社会学習を目的に

日帰りで出かけ、施設見学・体験

学習・現地での歩こう会等開催 

 

６５歳以上の者 

 

事業主体 町 

 

事業経費   １９０，０００円

 

 

７６人 

 

高齢者大学運営事業 

 

各種講座，毎年概ね８講座 

 

 

 

概ね６０歳以上の高齢者 

（毎年 ５０人） 

 

 町立高齢者大学 

 

 

       ８００,０００円 

 

 

 延べ７７２人（学生５０人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等      久美浜町立高齢者大学設置要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調  整  結  果 

（案） 

 
 
 
  新市に移行後、調整する。 
 
   新市において高齢者生きがい健康づくり事業全体の中で、調整する。 
 

 

 

 

 

  １６ 生きがい健康づくり事業 

 

各町において実施内容に相違がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 9

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

高齢者趣味の教室 

 

高齢者の趣味づくり、仲間づくり

を目的に生け花・盆栽・書道・囲

碁・ちぎり絵・詩吟・俳句・手芸・

カラオケ・パソコン等の教室を開

催 

 

６５歳以上の者 

 

実施主体  町 

 

事業費   ９５３，０００円 

 

 

１，４００人 

 

１６ 生きがい健康づ

くり事業  ② 

 

事業内容 

 

 

 

対象者 

 

委託先 

 

事業費 

（委託料） 

 

 

 

 

 

延べ参加者数(13 年

度)  

 

  

 

いきいきふれあいサロン 

 

生きがいデイサービスの指導的

立場の者を育成する事業 

 

６５歳以上の高齢者 

 

(福)大宮町社会福祉協議会 

 

１６０，０００円

 

 

 

 

延べ５０６人 

 

 

１回２００円 

 

 

 

 

概ね毎週月曜日 

  

 

高齢者軽スポーツ振興事業 

 

高齢者の健康・仲間づくりを目的

に ゲートボール競技育成・大会

屋内スポーツ大会を開催 

 

６５歳以上の者 

 

実施主体   町 

 

事業費  １，７４９，０００円

 

 

１，２７２人 

 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調  整  結  果 

（案） 

 
 
 
  新市に移行後、調整する。 
 
   新市において高齢者生きがい健康づくり事業全体の中で、調整する。 
 

 

 

 

 

  １６ 生きがい健康づくり事業 

 

各町において実施内容に相違がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  （４）施設入所、福祉用具関係 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

寝たきり老人等特殊寝台貸与事

業 

 

在宅の寝たきり高齢者等へ電動

式介護用ベッドを無料貸出 

 

電動式介護用ベッド 

 

 

 

無 

 

事業経費   ８５５，０００円 

(消毒代) 

 

貸与者数    ３７件 

 

 

 

 

 

 

４ 介護用品貸出し事  

業  

(事業名) 

 

事業内容 

 

 

対象物品 

 

 

 

委託先 

 

事業費 

（委託料） 

 

 

該当件数(13年度) 

 

  

 保有件数 

 

 

  利用料の有無 

 (あれば金額・実績) 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険対象外の高齢者に介護

用品として無償貸出 

 

車椅子、エアーマット 

 

 

 

無 

 

 

 

 

 

４件 

 

 

車イス          ５ 

エアーマット        

 

無 

 

社協で対応（社協に寄付された用

品を無料で貸し出し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉用具貸与事業 

 

 

介護保険対象外の高齢者に介護

用品を貸出 

 

車椅子、ベット、エアーマット等

 

 

 

（福）網野町社会福祉協議会 

 

１５,４２９ 円

（管理料）

７０ 件

 

 

ベッド         ６７ 

車椅子         １５ 

エアーマット       ４  

移動バー        １３ 

歩行器          ２ 

シャワー椅子       ６ 

自動消火装置       １ 

浴槽台          ５ 

ポータブルトイレ     ２ 

 

 

 

日常生活用具の貸与 

 

 

在宅の寝たきり高齢者等 

 

 

 ギャチベッド 

 エアーマット 

 

 

（福）はしうど福祉会 

（いちがお園） 

 

 

 

シルバーカー無料貸出サービス 

 

対象者  ６５歳以上でシルバ

ーカーの使用により日常生活上

の歩行の補助となる者。 

利用料金            無料 

 

貸出件数        ５ 

(13年度) 

(保有件数)        ８ 

 

社協で対応（社協に寄付された用

品を無料で貸し出し） 

 

根拠条例・要綱・規則等     弥栄町寝たきり老人等特殊寝台

貸与事業実施要綱 

弥栄町シルバーカー貸与事業実

施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  （４）施設入所、福祉用具関係 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調  整  結  果 

（案） 

 
 
 

廃止する方向で調整する。 
 
 清潔が確保できず、また、介護保険制度の趣旨に反するので、廃止の方向で調整する。 
  

 

 

 

  ４ 介護用品貸出し事業 

 

各町により、取扱いに相違がある。 

 

      峰山町、網野町・・・介護保険要介護認定者は、対象としていない。 

 

      丹後町、弥栄町・・・介護保険要介護認定者も対象としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （７）障害者等ホームヘルプサービス事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 身体障害者ホーム

ヘルプサービス事業 

（事業名） 

 

委託先 

 

委託先別利用者数

（13年度） 

 

 

委託先別委託料 

（13年度） 

 

 

 

 

 

自己負担徴収該当者 

数 

  

自己負担額 

 

徴収方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者合計 

 

委託料合計 

 

自己負担額合計 

 

障害者ホームヘルプ事業 

 

 

（福）みねやま福祉会 

 

９人 

（京都視覚者協会北丹支部峰山

事業派遣含む） 

 

３，３３７，２００円 

 

 

 

 

 

 

１人 

 

 

２，９７０円 

 

派遣後、委託先からの実績報告に

より算定 

納付書の送付 

 

 

 

 

 

 

１０人 

 

 ３，３３７，２００円 

 

        ２，９７０円 

 

ホームヘルパー派遣事業 

 

 

（福）丹後大宮福祉会 

 

３人 

 

 

 

６３８，９８５円 

 

 

 

 

 

 

０人 

 

 

０円

同左 

 

 

 

 

 

 

 

３人 

   ６３８，９８５円

  ０円

 

障害者ホームヘルパー派遣事業 

 

 

医療法人 三青園 

  

１人 

    

 

 

      １７０，５２０円 

  

 

（福）丹後福祉会  

３人 
１，１７９，９７０円 

  

２人 

 

 

４４，５７５円

 

同左 

 

 

 

 

１４年度中途から、あみの福祉会

に委託予定 

 

４人 

 

１，３５０，４９０円

４４，５７５円

 

 

障害ホームヘルプサービス事業 

 

 

（福）はしうど福祉会 

 

１人 

 

 

 

１，３８１，９４０円 

 

 

 

 

 

 

０人 

 

 

０円

 

同左 

 

 

 

 

 

１人 

 

１，３８１，９４０円

      ０円

 

障害者ホームヘルプサービス事

業 

 

（福）弥栄町社会福祉協議会 

 

４人 

 

 

 

９４３，５８０円 

 

 

 

 

 

 

０人 

 

 

０円

 

同左 

 

 

 

 

 

 

４人 

 

９４３，５８０円

０円

 

障害者ホームヘルプサ-ビス事業 

 

 

（福）久美浜町社会福祉協議会 

 

４人 

 

 

 

１，６１３，３９０円 

 

 

 

 

 

 

１人 

 

 

４８，１００円 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

４人 

 

１，６１３，３９０円 

   

４８，１００円 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町障害者等在宅福祉サービ

ス事業実施要綱 

大宮町ホームヘルパー派遣事業

運営要綱 

網野町身体障害者等ホームヘル

プサービス事業運営要綱 

丹後町障害者等在宅福祉サービ

ス事業実施要綱 

弥栄町身体障害者等ホームヘル

パー派遣事業運営要綱 

久美浜町障害者ホームヘルプサ-

ビス事業実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （７）障害者等ホームヘルプサービス事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

    平成１５年度より支援費制度に移行するので、制度に合致した事業者が適切なサービスを提供する方向で調

整する。 

      

 

 １ 身体障害者ホームヘルプサービス事業 

 

   各町とも同一の事務を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

６町合計 

 

利用者         ２６人 

 

委託料  ９，２６５，５８５円 

 

自己負担金   ９５，６４５円 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （７）障害者等ホームヘルプサービス事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 知的障害者ホーム

ヘルプサービス事業 

（事業名） 

 

委託先 

 

委託先別利用者数

（13年度） 

 

 

委託先別委託料 

（13年度） 

 

 

自己負担徴収該当者

数  

 

自己負担額 

 

徴収方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者合計 

 

委託料合計 

 

自己負担額合計 

 

 

障害者ホームヘルプ事業 

 

 

（福）みねやま福祉会 

 

１人 

 

 

 

６３，５８０円 

 

 

 

０人 

 

 

０円 

 
派遣後、委託先からの実績報告に

より算定 

納付書の送付 

 

 

 

 

 

 

1人 

 

６３，５８０円 

 

０円 

 

ホームヘルパー派遣事業 

 

 

（福）丹後大宮福祉会 

 

４人 

 

 

 

１６７，０４０円

 

 

 

０人 

 

 

０円

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

４人 

 

 

１６７，０４０円

０円

 

 

障害者ホームヘルパー派遣事業 

 

 

医療法人 三青園 

（福）丹後福祉会 

０人 

 

 

 

０円

 

 

 

０人 

 

 

０円

 

同左 

 

 

 

 

１４年度中途からあみの福祉会

に委託予定 

 

 

０人 

 

０円

０円

 

障害ホームヘルプサービス事業 

 

 

（福）はしうど福祉会 

 

０人 

 

 

 

０円

 

 

 

０人  

 

 

０円

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

０人 

 

０円

０円

 

障害者ホームヘルプサービス事

業 

 

（福）弥栄町社会福祉協議会 

 

０人 

 

 

 

０円

 

 

 

０人  

 

 

０円

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

０人 

 

０円

０円

 

障害者ホームヘルプサ-ビス事業 

 

 

（福）久美浜町社会福祉協議会 

 

０人 

 

 

 

０円 

 

 

 

０人 

 

 

０円 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

０人 

 

０円 

 

０円 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町障害者等在宅福祉サービ

ス事業実施要綱 

大宮町ホームヘルパー派遣事業

運営要綱 

網野町身体障害者等ホームヘル

プサービス事業運営要綱 

丹後町障害者等在宅福祉サービ

ス事業実施要綱 

弥栄町身体障害者等ホームヘル

パー派遣事業運営要綱 

久美浜町障害者ホームヘルプサ-

ビス事業実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （７）障害者等ホームヘルプサービス事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

    平成１５年度より支援費制度に移行するので、制度に合致した事業者が適切なサービスを提供する方向で調

整する。 

      

 

 ２ 知的障害者ホームヘルプサービス事業 

 

   各町とも同一の事務を行っている。 

 

 

 

 

 

 

６町合計 

 

  利用者         ５人 

 

  委託料   ２３０，６２０円 

 

  自己負担金       ０円 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （７）障害者等ホームヘルプサービス事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ 精神障害者ホーム

ヘルプサービス事業 

（事業名） 

 

 

委託先 

 

 

委託先別利用者数

（14.4.現在） 

 

自己負担徴収該当者

数  

 

自己負担額 

 

 

徴収方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者合計 

（14.4.１現在） 

 

 

委託料（14年度予算

額） 

 

 

障害者ホームヘルプ事業 

 

 

（福）みねやま福祉会 

 

 

２人 

 

 

０人 

 

 

０円 

 

 
派遣後、委託先からの実績報告に

より算定 

納付書の送付 

  

 

 

 

 

 

 

２人 

 

 

７２９，０００円 

 

 

 

ホームヘルパー派遣事業 

 

 

（福）丹後大宮福祉会 

 

 

２人 

 

 

０人 

 

 

０円

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２人 

 

 

 １，０５５，０８５円 

 

 

障害者ホ－ムヘルパー派遣事業 

 

 

（福）あみの福祉会 

 

 

０人 

 

 

０人 

 

 

０円

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０人 

 

 

障害ホームヘルプサービス事業 

 

 

（福）はしうど福祉会 

 

 

０人 

 

 

０人 

 

 

０円

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０人 

 

 

 

障害者ホームヘルプサービス事

業 

 

(福)弥栄町社会福祉協議会 

 

 

０人 

 

 

０人 

 

 

０円

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０人 

 

 

障害者ホームヘルプサ-ビス事業 

 

 

（福）久美浜町社会福祉協議会 

 

 

３人 

 

 

０人 

 

 

０円 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３人 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町障害者等在宅福祉サービ

ス事業実施要綱 

大宮町ホームヘルパー派遣事業

運営要綱 

網野町精神障害者居宅介護等事

業運営要綱 

丹後町障害者等在宅福祉サービ

ス事業実施要綱 

弥栄町身体障害者等ホームヘル

パー派遣事業運営要綱 

久美浜町障害者ホームヘルプサ-

ビス事業実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （７）障害者等ホームヘルプサービス事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

   

    現行のまま、新市に継承する。 

 

       

 

 ３ 精神障害者ホームヘルプサービス事業 

 

    各町とも同一の事務を行っている。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ６町合計 

 

  利用者          ５人 

 

  委託料    ２３０，６２０円 

 

  自己負担金        ０円 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （７）障害者等ホームヘルプサービス事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

４ 難病患者ホームヘ

ルプサービス事業 

（事業名） 

 

委託先 

 

委託先別利用者数

（13年度） 

 

 

委託先別委託料 

（13年度） 

 

 

自己負担徴収該当者

数  

 

自己負担額 

 

徴収方法 

 

 

 

利用者合計 

（14.4.１現在） 

 

障害者ホームヘルプ事業 

 

 

（福）みねやま福祉会 

 

０人 

 

 

 

０円 

 

 

 

０人 

 

 

０円 

 
派遣後、委託先からの実績報告に

より算定 

納付書の送付 

 

 

０人 

 

ホームヘルパー派遣事業 

 

 

 

 

０人 

 

 

 

０円

 

 

 

０人 

０円

 
同左 

 

 

 

 

０人 

 

難病患者等居宅生活支援事業 

 

 

医療法人 三青園 

 

（福）丹後福祉会 

０円

 

 

 

０人 

０円

 
同左 

 

 

 

 

０人 

 

 

 

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者ホームヘルプサービス事

業 

 

（福）弥栄町社会福祉協議会 

 

１人 

 

 

 

５２，９２０円

 

 

 

０人 

０円

 
同左 

 

 

 

 

１人 

 

 

 

難病患者等ホームヘルプサービ

ス事業 

 

無 

 

０人 

 

 

 

０円 

 

 

 

０人 

 

 

０円 

 

同左 

 

 

 

 

０人 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町障害者等在宅福祉サービ

ス事業実施要綱 

大宮町ホームヘルパー派遣事業

運営要綱 

難病患者等ホームヘルプサービ

ス事業運営要綱 

 弥栄町身体障害者等ホームヘル

パー派遣事業運営要綱 

久美浜町難病患者等居宅生活支

援事業運営要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （７）障害者等ホームヘルプサービス事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   一元化に調整の上、新市に移行する。 

 

     全市を対象としてサービスの提供を実施し、福祉の向上を図る。 

 

 ４ 難病患者ホームヘルプサービス事業 

 

    丹後町以外の５町で事業を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 ６町合計 

 

   利用者         １人 

 

   委託料     ５２，９２０円 

 

   自己負担金       ０円 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （７）障害者等ホームヘルプサービス事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

５ 視覚障害者ガイド

ヘルパー派遣事業 

（事業名） 

 

 

委託先 

 

委託先別利用者数

（13年度） 

 

 

委託先別委託料 

（13年度） 

 

 

自己負担徴収該当者

数  

 

自己負担額 

 

徴収方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイドヘルパーでの実施は無し。 

ホームヘルパーの対象と重複す

るため、ホームヘルパーでの対応

のみ。 

 

 

ガイドヘルパー派遣事業 

 

 

（社）京都府視覚障害者協会 

 

１人 

 

 

 

５２，７９５円

 

 

０人 

 

 

 

０円

 

派遣後、委託先からの実績報告に

より算定 

納付書の送付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイドヘルパー派遣事業 

 

 

（福）網野町社会福祉協議会 

 

１４人 

 

 

 

     ３，９３２，２１１円

               

 

 

０人 

 

          

        ０円

同左 

  

 

 

視覚障害者ガイドヘルパー派遣

事業 

 

（福）はしうど福祉会 

 

２人 

 

 

 

６７４，５８５円

 

 

 

０人 

 

 

０円

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚障害者ガイドヘルパー派遣

事業 

 

（社）京都府視覚障害者協会 

 

５人 

 

 

 

１，１２３，８７０円

 

 

 

０人 

 

 

０円

同左 

 

 

 

視覚障害者ガイドヘルパー派遣

事業 

 

（社）京都府視覚障害者協会 

 

９人 

 

 

 

２，６４１，１７５円 

 

 

 

０人 

 

 

０円 

 

同左 

 

根拠条例・要綱・規則等  大宮町ガイドヘルパー派遣事業

実施要綱 

網野町視覚障害者ガイドヘルパ

ー派遣事業実施要綱 

丹後町視覚障害者ガイドヘルパ

ー派遣事業実施要綱 

弥栄町視覚障害者ガイドヘルパ

ー派遣事業実施要綱 

久美浜町視覚障害者ガイドヘル

パー派遣事業実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （７）障害者等ホームヘルプサービス事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

    平成１５年度より支援費制度に移行するので、制度に合致した事業者が適切なサービスを提供する方向で調

整する。 

      

 

 ５ 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業 

 

    各町により、取扱いが異なる。 

 

     峰山町                   ホームーヘルパーとして、対応。 

 

     大宮町、網野町、丹後町、弥栄町、久美浜町  ガイドヘルパーとして社会福祉法人等に委託 

 

 

 

 

 

 

 

  ６町合計 

 

   利用者          ３１人 

 

   委託料   ８，４２４，６３６円 

 

   自己負担金         ０円 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （８）障害者デイサービス事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 在宅身体障害者デ

イサービス事業 

①国庫事業分 

 （事業名） 

 

実施形態（町・委託） 

 （委託先） 

 

実施施設名 

 

 利用者数（13年度） 

 

 委託料（13年度） 

 

 自己負担額 

 

 

②府単独補助事業分 

 （事業名） 

 

実施形態（町・委託） 

  

 

 

（委託先） 

 

実施施設名 

 

 利用者数（13年度） 

 

 委託料（13年度） 

 

 自己負担額 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業 

 

委託 

（福）みねやま福祉会 

 

老人総合施設はごろも苑 

 

５人 

 

１，７９６，４００円 

 

１７１，６００円 

 

 

 

在宅障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（町単

費） 

すべての障害者対象とし、月１回

位の割合で、機能訓練・創作活動

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等を実施 

 

町主催 

 

 

 

５０人程度 

 

事業費 １５９，８５６円 

 

無 

 

 

 

無 

 

 

 

 

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅障害者等デイサービス事

業 

町内障害者手帳所持者を対象に

創作活動、スポーツ教室等実施

 

 

町主催 

 

網野町で実施 

 

延 ４４６人 

 

事業費 ４０１，３１９円

 

無 

 

 

 

 

 

障害デイサービス事業 

 

委託 

（福）はしうど福祉会 

 

いちがお園 

 

１人 

 

５７０，０００円

 

０円

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者デイサービス事業 

 

委託 

（福）弥栄町社会福祉協議会 

 

弥栄町デイサービスセンター「ふ

れあい」 

１人 

 

７４７，４００円

２９，６００円

 

 

 

 

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅障害者デイサービス事業 

 

委託 

 

 

 

 

 

久美浜町保健センター他 

 

①久美浜町身体障害者更生会 

②京都府難聴者協会久美浜支部 

合計 延べ３０３人 

(委託料) 

①久美浜町身体障害者更生会 

２５０，０００円 

②京都府難聴者協会久美浜支部 

１００，０００円 

かかる費用の一部を適宜負担 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町障害者等在宅福祉サービ

ス事業実施要綱 

  丹後町障害者等在宅福祉サービ

ス事業実施要綱 

弥栄町身体障害者デイサービス

実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （８）障害者デイサービス事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

    平成１５年度より支援費制度に移行するので、制度に合致した事業者が適切なサービスを提供する方向で調整

する。 

     

   支援費の対象にならない事業については、新市の障害者福祉制度全体の中に位置づけ、継続する方向で調整す

る。 

 

 

 

 

 

   

 

 １ 在宅身体障害者デイサービス事業 

 

    国庫分     峰山町、丹後町、弥栄町で実施している。 

 

    府単独補助分  網野町、久美浜町で実施している。 

 

    町単費     峰山町で実施している。（国庫補助事業と府単費事業との併用利用は不可のため） 

 

 

 

 

 

６町合計（国庫分） 

 

   利用者          ７人 

 

   委託料  ３，１１３，８００円 

 

   自己負担金  ２０１，２００円 

 

 

     （府単独事業分） 

 

 

   利用者        ７９９人 

 

   委託料    ９１１，１７５円 

 

   自己負担金        ０円 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類  分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

（事業名） 

 

 

 

事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 対象者 

 

 

 

 

 

 委託先 

 

 

 件数（13年度実績） 

 

峰山町独居老人世帯等雪おろし

事業 

 

 

降雪により独居老人の世帯等か

ら雪おろしの依頼があった場合、

該当地区の福祉委員、消防団員、

区の役員等により屋根の雪おろ

し及びそれに伴う除雪や生活路

の除雪をおこなう。 

 

 

独居高齢者世帯 

高齢者世帯 

母子世帯 

障害者世帯等 

 

 

（福）峰山町社会福祉協議会 

 

 

１５件 

 

 

※１ 委託料 300,000 円のうち

残額は別途、積み立てを行なって

おり、平成８年度以降～現在に至

って、はその積立金残額で事業を

行っている。 

平成１４年度現在、約1,500,000

円の積立残金となっている 

 

無 

 

無 

 

無 

 

無 

 

無 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱いについて 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   他制度と統合する。 

   

介護予防・生活支援事業 軽度生活支援事業等他制度と統合する。 

    

    

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

屋根の雪おろし事業 

 

峰山町のみ、事業を実施している。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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